
國學院大學学術情報リポジトリ

漢文史料に基づく安史の乱以後のマニ教の再検討

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2024-04-19

キーワード (Ja): マニ教, 回鶻, マニ教弾圧, 外交関係,

マニ教寺院

キーワード (En): 

作成者: 王, 南迪

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002000305URL



247

は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、
マ
ニ
教
は
開
元
二
十
（
七
三
二
）
年
に
玄
宗
の
禁
教
令〔

一
〕に

遭
遇
し
た
が
、
東
方
へ
の
布
教
を
放
棄
せ
ず
に
機
会
を
待
ち
、
安
史
の
乱
の
最

　

マま

ニに

教き
ょ
うは

三
世
紀
に
サ
ー
サ
ー
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
マ
ニ
に
よ
っ
て
創

始
さ
れ
た
折
衷
宗
教
で
あ
る
。
安
史
の
乱
以
後
、
反
乱
鎮
圧
に
協
力
し
た

回か
い

鶻こ
つ

が
マ
ニ
教
を
信
奉
し
た
た
め
に
、
唐
の
正
史
に
も
マ
ニ
教
に
関
す
る

記
録
が
増
え
る
が
、
回
鶻
が
壊
滅
し
た
会
昌
年
間
に
は
マ
ニ
教
が
武
宗
に

よ
っ
て
厳
し
く
弾
圧
さ
れ
た
。
マま

ニに

教き
ょ
う

弾だ
ん

圧あ
つ

の
史
料
に
関
す
る
先
行
研

究
で
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
回
鶻
の
存
在
の
重
要
性
に
注
意
し
て
い
た

が
、
回
鶻
の
状
況
と
マ
ニ
教
の
境
遇
と
を
時
間
軸
で
具
体
的
に
対
比
す
る

こ
と
は
試
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
時
間
軸
を
整
理
す
る
こ

と
で
、
八
世
紀
と
九
世
紀
の
唐
代
中
国
に
西
方
よ
り
伝
来
し
た
マ
ニ
教

が
、
当
時
の
唐
国
内
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
、
と
く

に
安
史
の
乱
以
後
の
唐
と
回
鶻
と
の
外が

い

交こ
う

関か
ん

係け
い

に
お
け
る
そ
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
伝
存
す
る
漢
文
史
料
を
用
い
て
究
明
し
よ
う
と
試
み
る
。
こ

の
時
期
の
正
史
に
は
マま

ニに

教き
ょ
う

寺じ

院い
ん

の
記
録
が
あ
る
が
、
疑
問
点
も
多
い
。

本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
気
づ
か
れ
な
か
っ
た
疑
問
点
を
列
挙
し
、
通
説

の
よ
う
に
マ
ニ
教
が
回
鶻
の
支
持
を
得
て
唐
全
域
で
布
教
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
回
鶻
の
信
仰
す
る
宗
教
と
し
て
中
原
中
心
に
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
マま

ニに

教き
ょ
う

　

回か
い

鶻こ
つ　

マま

ニに

教き
ょ
う

弾だ
ん

圧あ
つ　

外が
い

交こ
う

関か
ん

係け
い

マま

ニに

教き
ょ
う

寺じ

院い
ん

論
　
文
　
要
　
旨

漢
文
史
料
に
基
づ
く
安
史
の
乱
以
後
の
マ
ニ
教
の
再
検
討

王　
　
　

南　

迪
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中
に
よ
う
や
く
回
鶻
の
牟
羽
可
汗
と
会
う
機
会
を
得
て
、
回
鶻
に
信
仰
さ
れ
た
。
九
世
紀
初
頭
に
マ
ニ
教
が
回
鶻
の
国
教
に
な
っ
た
と
な
る
と
、
マ
ニ
僧
は
唐

と
回
鶻
と
の
間
の
外
交
活
動
に
参
加
し
始
め
、マ
ニ
教
と
緊
密
に
関
係
す
る
ソ
グ
ド
人
も
マ
ニ
教
寺
院
に
財
産
を
奉
納
し
て
保
管
し
続
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

唐
代
三
夷
教
の
他
の
二
つ
の
宗
教
、
景
教
と
祆
教
は
会
昌
五
（
八
四
五
）
年
に
弾
圧
さ
れ
た〔

二
〕が

、
マ
ニ
教
に
対
す
る
弾
圧
は
そ
れ
よ
り
三
年
早
く
、
会
昌
二

（
八
四
二
）
年
か
ら
会
昌
三
（
八
四
三
）
年
に
終
了
し
た
。

　

マ
ニ
教
の
あ
り
方
に
関
す
る
先
行
研
究
の
中
で
、
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
氏
・
ペ
リ
オ
氏
の
「
摩
尼
教
流
行
中
国
考〔

三
〕」

と
陳
垣
氏
の
「
摩
尼
教
入
中
国
考〔

四
〕」

は
マ
ニ

教
に
関
す
る
漢
文
史
料
を
大
量
に
集
め
、
延
載
元
（
六
九
四
）
年
の
マ
ニ
教
最
初
の
伝
来
、
開
元
七
（
七
一
九
）
年
に
吐
火
羅
王
が
慕
闍
を
献
じ
た
史
実
、
開

元
二
十
（
七
三
二
）
年
に
マ
ニ
教
を
禁
断
し
た
史
実
、
そ
し
て
安
史
の
乱
以
後
の
回
鶻
の
マ
ニ
教
改
宗
、
回
鶻
の
保
護
下
で
の
マ
ニ
教
寺
院
の
建
立
、
マ
ニ
教

徒
が
回
鶻
の
使
節
と
し
て
唐
を
訪
れ
た
史
実
、
回
鶻
が
衰
微
し
た
後
で
唐
が
直
ち
に
マ
ニ
教
を
弾
圧
し
た
史
実
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
以
後
の
研
究
は
主
に

こ
の
両
篇
を
基
礎
に
し
、
夷
教
と
し
て
の
マ
ニ
教
の
唐
代
に
お
け
る
地
位
及
び
マ
ニ
教
寺
院
建
立
の
目
的
と
、
マ
ニ
教
に
対
す
る
厳
し
い
弾
圧
の
理
由
に
つ
い

て
議
論
し
て
い
る
。
回
鶻
が
マ
ニ
教
を
尊
重
す
る
前
に
は
、
マ
ニ
教
は
祆
教
の
よ
う
な
強
力
な
移
民
基
盤
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が〔

五
〕、
景
教
と
比
べ
て
も
信
徒

は
少
な
か
っ
た〔

六
〕。

マ
ニ
教
寺
院
は
、
九
世
紀
以
前
で
は
商
胡
の
多
い
江
南
地
域
に
主
に
建
立
を
許
さ
れ
て
い
た〔

七
〕が

、
九
世
紀
以
後
で
は
洛
陽
・
太
原
な
ど
政
治
・

軍
事
的
要
地
に
置
か
れ
た〔

八
〕。

回
鶻
が
安
史
の
乱
で
唐
を
助
け
た
功
績
に
よ
り
治
外
法
権
的
地
位
を
得
て
、
そ
の
功
績
を
楯
に
商
行
為
ど
こ
ろ
か
掠
奪
行
為
な
ど

恣
ま
に
行
動
し
た〔

九
〕の

で
、
回
鶻
の
勢
力
が
滅
び
た
後
、
回
鶻
に
頼
っ
た
マ
ニ
教
が
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
の
は
当
然
で
あ
る

〔
一
○
〕と

考
え
ら
れ
る
。

　

筆
者
は
マ
ニ
教
に
関
す
る
漢
文
史
料
を
調
べ
る
う
ち
、
安
史
の
乱
以
後
の
唐
本
土
の
マ
ニ
教
に
関
す
る
漢
文
史
料
は
す
べ
て
回
鶻
と
関
係
が
あ
り
、
し
か
も

ほ
と
ん
ど
回
鶻
と
し
か
関
係
せ
ず
、
さ
ら
に
マ
ニ
教
徒
に
関
す
る
記
録
は
ほ
と
ん
ど
唐
と
回
鶻
の
間
の
外
交
活
動
に
関
連
す
る
、
と
い
う
興
味
深
い
事
実
を
見

出
し
た
。
し
か
し
先
行
研
究
で
は
、
唐
と
回
鶻
と
の
外
交
と
マ
ニ
教
の
あ
り
方
と
の
関
係
に
は
特
に
触
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
回
鶻
を
中
心
と
し
、
安

史
の
乱
以
後
の
唐
と
回
鶻
と
の
政
治
外
交
的
状
況
と
マ
ニ
教
の
状
況
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
。
そ
の
上
で
、
先
行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
マ
ニ

教
寺
院
に
関
す
る
以
下
の
三
つ
の
問
題
、
即
ち
①
大
暦
三
（
七
六
八
）
年
の
マ
ニ
教
寺
院
の
建
立
場
所
は
長
安
と
は
限
ら
な
い
、
②
元
和
元
（
八
○
六
）
年
に

長
安
で
マ
ニ
教
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
可
能
性
、
③
元
和
二
（
八
○
七
）
年
に
は
何
ヶ
所
の
マ
ニ
教
寺
院
が
建
て
ら
れ
た
か
、
と
い
う
三
点
に
つ
い
て
自
己
の
見

解
を
提
示
す
る
。
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本
稿
は
安
史
の
乱
が
終
息
し
た
広
徳
元
（
七
六
三
）
年
か
ら
八
世
紀
末
ま
で
を
第
一
章
、回
鶻
が
マ
ニ
教
を
国
教
と
し
た
九
世
紀
初
か
ら
開
成
四
（
八
三
九
）

年
の
回
鶻
崩
壊
ま
で
を
第
二
章
、
武
宗
即
位
（
八
四
○
）
か
ら
会
昌
三
（
八
四
三
）
年
に
唐
国
内
の
マ
ニ
教
徒
が
す
べ
て
殺
さ
れ
る
ま
で
を
第
三
章
と
し
、
時

系
列
的
に
史
料
を
検
討
し
て
、
安
史
の
乱
以
後
の
マ
ニ
教
の
あ
り
方
・
変
遷
に
つ
い
て
の
全
体
像
を
把
握
す
る
。
以
下
、
各
章
に
は
小
見
出
し
を
立
て
、
関
係

史
料
を
提
示
し
た
後
に
考
察
を
記
す
形
で
論
を
展
開
し
た
い
。

第
一
章
　
安
史
の
乱
の
後
か
ら
八
世
紀
末
ま
で
の
唐
代
マ
ニ
教

　

広
徳
元
（
七
六
三
）
年
：
牟
羽
可
汗
は
洛
陽
に
い
た
マ
ニ
僧
と
一
緒
に
回
鶻
に
戻
っ
た
。

　

牟
羽
可
汗
が
マ
ニ
教
へ
改
宗
し
た
経
緯
は
、『
九
姓
廻
鶻
愛
登
里
囉
汨
沒
蜜
施
合
毗
伽
可
汗
聖
文
神
武
碑
』（
以
後
『
九
姓
廻
鶻
可
汗
碑
』
と
略
記
）
に
記
録

さ
れ
て
い
る
。

　
　

史
料
一　
『
九
姓
廻
鶻
可
汗
碑〔

一
一
〕』

　
　

法
帥
將
睿
息
等
四
僧
入
國
。
闡
揚
二
祀
。
洞
徹
三
際
。
况
法
師
妙
達
明
門
。（
後
略
）

　
　

法
帥
は
睿
息
ら
四
人
の
僧
を
率
い
て
入
国
し
た
。
二
祀
を
広
め
て
三
際
に
通
暁
し
た
。
そ
の
上
、
法
師
は
明
門
に
達
す
る
。（
後
略
）

　

こ
こ
の
「
二
祀
」
と
「
三
際
」
は
マ
ニ
教
の
二
宗
三
際
の
教
義
で
あ
り
、「
明
門
」
は
マ
ニ
教
の
別
称
で
あ
る
。
牟
羽
可
汗
は
宝
応
元
（
七
六
二
）
年
か
ら

広
徳
元
年
ま
で
洛
陽
に
滞
在
し
、
広
徳
元
年
に
洛
陽
か
ら
一
名
の
マ
ニ
教
高
僧
と
睿
息
ら
四
人
の
マ
ニ
僧
と
一
緒
に
回
鶻
に
戻
っ
た

〔
一
二
〕。

　

大
暦
三
（
七
六
八
）
年
：
唐
に
最
初
の
大
雲
光
明
寺
を
建
立
し
た
が
、
そ
の
場
所
は
不
明
で
あ
る
。

　
　

�

史
料
二　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
・
憲
宗
・
元
和
元
（
八
○
六
）
年
条
「
是
歲
、
回
鶻
入
貢
。
始
以
摩
尼
偕
來
、
於
中
國
置
寺
處
之
」
の
胡
三
省
注

　
　

�

按
唐
會
要

〔
一
三
〕十
九
卷
、
回
鶻
可
汗
王
令
明
教
僧
進
法
入
唐
。
大
曆
三
年
六
月
二
十
九
日
、
勑
賜
回
鶻
摩
尼
、
爲
之
置
寺
、
賜
額
爲
大
雲
光
明
。

　
　

�

唐
会
要
十
九
巻
に
よ
る
と
、
回
鶻
の
可
汗
は
明
教
僧
を
法
の
普
及
の
た
め
に
入
唐
さ
せ
た
。
大
暦
三
年
六
月
二
十
九
日
、
回
鶻
の
摩
尼
に
勅
を
賜
り
、
摩
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尼
の
為
に
寺
院
を
建
立
し
、
大
雲
光
明
と
い
う
寺
額
を
賜
っ
た
。

　
　

史
料
三　
『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
・
大
秦
末
尼
（
原
注　

胡
神
也
。
官
品
令
有
祆
正
）
大
暦
三
年
条

　
　

大
曆
三
年
六
月
、
勅
迴
紇
置
寺
、
宜
賜
額
大
雲
光
明
之
寺
。

　
　

大
暦
三
年
六
月
、
迴
紇
に
勅
し
て
寺
院
を
建
立
し
、
宜
し
く
大
雲
光
明
之
寺
の
額
を
賜
る
べ
し
、
と
述
べ
た
。

　

大
暦
三
年
の
大
雲
光
明
寺
の
建
立
に
関
す
る
記
録
で
は
、『
資
治
通
鑑
』
の
胡
三
省
注
も
『
大
宋
僧
史
略
』
も
具
体
的
な
建
寺
場
所
は
記
録
し
て
い
な
い
。

以
下
の
『
仏
祖
統
紀
』
の
大
暦
三
年
の
寺
院
建
立
に
関
す
る
記
録
で
は
、
今
回
の
寺
院
は
江
南
地
域
に
建
立
さ
れ
た
。

　
　

史
料
四　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
四
・
事
魔
邪
党

　
　

大
歷マ

マ

三
年
勅
回
紇
及
荆
・
揚
等
州
奉
末
尼
各
建
大
雲
光
明
寺
。

　
　

大
暦
三
年
、
回
紇
及
び
荆
・
揚
等
州
に
末
尼
を
信
奉
す
る
も
の
に
勅
し
、
各
々
大
雲
光
明
寺
を
建
立
す
る
、
と
述
べ
た
。

　
『
仏
祖
統
紀
』
の
こ
の
記
録
は
大
暦
六
（
七
七
一
）
年
の
記
録
（
後
の
史
料
八
）
と
混
淆
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
大
暦
三
年
に
大
雲
光
明
寺
が
長
安
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
漢
文
史
料
に
は
、
大

暦
三
年
に
マ
ニ
教
寺
院
が
長
安
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
記
録
は
な
い
。

　
『
唐
国
史
補〔

一
四
〕』

に
は
「
京
師
は
之
の
為
に
寺
を
立
つ
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
「
京
師
は
之
の
為
に
寺
を
立
つ
」
が
大
暦

三
年
の
建
寺
を
指
し
て
い
る
、
と
推
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

史
料
五　
『
唐
国
史
補
』
巻
下
・
大
摩
尼
議
政

　
　

回
鶻
常
與
摩
尼
議
政
、
故
京
師
爲
之
立
寺
。（
中
略
）
其
大
摩
尼
數
年
一
易
、
往
來
中
國
、
小
者
年
轉
。
江
嶺
西
市
商
胡
橐
、
其
源
生
於
回
鶻
有
功
也
。

　
　

�

回
鶻
は
常
に
摩
尼
と
政
務
を
議
論
し
、
故
に
京
師
は
摩
尼
の
為
に
寺
院
を
建
立
し
た
。（
中
略
）
其
の
大
摩
尼
は
数
年
ご
と
に
一
回
交
替
し
、
小
者
は
年

ご
と
に
中
国
と
の
間
で
移
動
す
る
。
江
嶺
の
西
市
の
商
胡
の
存
在
は
、
回
鶻
の
功
績
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
。

　
『
唐
国
史
補
』に
は
長
安
の
マ
ニ
教
寺
院
が
何
年
に
建
立
さ
れ
た
の
か
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
ま
ま
大
暦
三
年
の
マ
ニ
教
寺
院
の
建
立
は
長
安
に
あ
っ

た
と
考
え
る
の
は
不
安
で
あ
る
。
そ
の
上
、『
資
治
通
鑑
』
の
元
和
元
（
八
○
六
）
年
の
記
録
に
は
「
中
國
に
寺
を
置
き
之
を
處
す
」
と
あ
る
が
、
何
処
に
寺
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院
を
建
立
し
た
の
か
は
具
体
的
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

史
料
六　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
・
憲
宗
・
元
和
元
年
条
（
史
料
二
の
胡
三
省
注
の
本
文
）

　
　

是
歲
、
回
鶻
入
貢
、
始
以
摩
尼
偕
來
、
於
中
國
置
寺
處
之
。

　
　

こ
の
歳
、
回
鶻
は
入
貢
し
、
初
め
て
摩
尼
と
と
も
に
来
て
、
中
国
に
寺
院
を
建
立
し
て
摩
尼
を
落
ち
着
か
せ
た
。

　
『
唐
国
史
補
』
の
著
者
李
肇
は
元
和
の
初
め
に
当
時
の
江
西
観
察
使
に
従
っ
て
働
い
て
い
た

〔
一
五
〕。

よ
っ
て
、
元
和
元
年
に
李
肇
が
マ
ニ
教
寺
院
に
つ
い
て
記
録

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
長
安
の
マ
ニ
教
寺
院
は
元
和
元
年
に
建
立
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る
。

　

大
暦
六
（
七
七
一
）
年
：
江
南
地
域
の
大
雲
光
明
寺
を
建
立
し
た
。

　
　

史
料
七
（
史
料
二
と
接
続
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
・
憲
宗
・
元
和
元
年
条
「
是
歲
…
…
於
中
國
置
寺
處
之
」
の
胡
三
省
注

　
　

六
年
正
月
、
勑
賜
荆
・
洪
・
越
等
州
、
各
置
大
雲
光
明
寺
一
所
。

　
　

六
年
正
月
、
勅
し
て
荆
・
洪
・
越
等
州
に
賜
り
、
各
々
一
か
所
の
大
雲
光
明
寺
を
建
立
さ
せ
た
。

　
　

史
料
八
（
史
料
四
と
接
続
）　
『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
四
・
事
魔
邪
党

　
　

六
年
回
紇
請
荆
・
揚
・
洪
・
越
等
州
置
摩
邪マ

マ

寺〔
一
六
〕。

　
　

六
年
、
回
紇
は
荆
・
揚
・
洪
・
越
等
州
に
摩
邪
寺
を
建
立
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
。

　

大
暦
六
年
に
建
立
さ
れ
た
大
雲
光
明
寺
に
つ
い
て
、『
資
治
通
鑑
』
の
胡
三
省
注
に
は
荆
州
・
洪
州
・
越
州
等
と
あ
り
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
四
に
は
揚
州
も

あ
る
。
長
安
の
後
す
ぐ
に
江
南
地
域
に
寺
院
を
建
立
し
た
と
し
て
も
、
最
初
か
ら
江
南
地
域
に
寺
院
を
建
立
し
た
と
し
て
も
、
西
域
伝
来
の
マ
ニ
教
の
布
教
と

い
う
観
点
か
ら
は
理
解
し
難
い
が
、
ソ
グ
ド
商
人
（
商
胡
）
の
利
益
と
は
十
分
に
合
致
し
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
既
に
王
媛
媛
氏
は
、
大
暦
六

年
に
大
雲
光
明
寺
の
置
か
れ
た
荆
・
揚
・
洪
・
越
な
ど
の
州
は
ま
さ
に
商
胡
が
活
躍
し
て
い
た
地
域
で
あ
り
、
マ
ニ
教
寺
院
の
建
設
地
の
選
定
は
表
面
上
は
回

鶻
の
た
め
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
ソ
グ
ド
人
マ
ニ
教
徒
の
意
向
が
働
い
て
い
た

〔
一
七
〕、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

同
じ
く
大
暦
六
年
正
月
、
回
鶻
は
長
安
で
恣
ま
に
悪
事
を
働
い
た
。
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�

史
料
九　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
・
列
伝
一
四
五
・
迴
紇
、
大
暦
六
年
条

　
　

�
大
曆
六
年
正
月
、
迴
紇
於
鴻
臚
寺
擅
出
坊
市
、
掠
人
子
女
、
所
在
官
奪
返
毆
、
怒
以
三
百
騎
犯
金
光
門
・
朱
雀
門
。
是
日
、
皇
城
諸
門
盡
閉
、
上
使
中
使

劉
清
潭
宣
慰
、
乃
止
。

　
　

�

大
暦
六
年
正
月
、
迴
紇
は
勝
手
に
鴻
臚
寺
か
ら
坊
市
へ
出
て
、
子
女
を
略
奪
し
た
。
当
地
の
官
府
が
奪
い
返
す
と
（
迴
紇
は
）
怒
り
、
三
百
人
の
騎
馬
で

金
光
門
（
長
安
外
城
西
側
中
央
の
門
）・
朱
雀
門
（
皇
城
南
側
中
央
の
門
）
に
侵
入
し
た
。
こ
の
日
、
皇
城
の
各
門
を
す
べ
て
閉
じ
た
。
皇
帝
が
中
使
劉

清
潭
を
派
遣
し
て
な
だ
め
た
か
ら
、
迴
紇
は
よ
う
や
く
止
め
た
。

　

以
上
の
史
料
九
で
は
、
大
暦
六
年
正
月
に
回
鶻
は
勝
手
に
坊
市
で
少
年
少
女
を
略
奪
し
た
。
地
元
の
官
員
が
少
年
少
女
を
奪
還
し
た
後
、
回
鶻
は
三
百
騎
で

金
光
門
と
朱
雀
門
と
に
侵
入
し
た
。
皇
帝
（
代
宗
）
は
中
使
劉
清
潭
を
派
遣
し
て
回
鶻
を
慰
め
、
こ
の
騒
乱
を
静
め
た
。

　

さ
ら
に
、
史
料
九
に
続
く
記
録
で
は
、
大
暦
年
間
に
回
鶻
が
続
け
て
長
安
で
横
暴
を
働
い
た
が
、
唐
の
官
吏
は
こ
れ
を
拘
束
で
き
ず
に
お
り
、
乾
元
（
七
五
八

～
七
六
○
）
以
後
の
絹
馬
貿
易
で
も
回
鶻
が
唐
を
圧
倒
し
た
。

　
　

�

史
料
十
（
史
料
九
と
接
続
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
・
列
伝
一
四
五
・
迴
紇
伝
、
大
暦
七
（
七
七
二
）
年
条

　
　

�

七
年
七
月
、
迴
紇
出
鴻
臚
寺
、
入
坊
市
強
暴
、
逐
長
安
令
邵
說
於
含
光
門
之
街
、
奪
說
所
乘
馬
將
去
。
說
脫
身
避
走
、
有
司
不
能
禁
。
八
（
七
七
三
）
年

十
一
月
、
迴
紇
一
百
四
十
人
還
蕃
、
以
信
物
一
千
餘
乘
。
迴
紇
恃
功
、
自
乾
元
之
後
、
屢
遣
使
以
馬
和
市
繒
帛
、
仍
歲
來
市
、
以
馬
一
匹
易
絹
四
十
匹
、

動
至
數
萬
馬
。
其
使
候
遣
繼
留
於
鴻
臚
寺
者
非
一
、
蕃
得
帛
無
厭
、
我
得
馬
無
用
、
朝
廷
甚
苦
之
。

　
　

�

七
年
七
月
、
迴
紇
は
鴻
臚
寺
か
ら
出
て
、
坊
市
に
入
っ
て
乱
暴
を
働
き
、
含
光
門
の
街
で
長
安
令
邵
說
を
追
い
か
け
、
邵
說
が
乗
る
馬
を
奪
っ
て
去
ろ
う

と
し
た
。
邵
說
は
避
け
て
逃
げ
出
し
、
官
吏
は
迴
紇
の
暴
行
を
抑
止
で
き
な
か
っ
た
。
八
年
十
一
月
、
迴
紇
の
一
百
四
十
人
は
帰
国
し
た
の
に
、
一
千
以

上
の
信
物
を
馬
に
乗
せ
て
帰
っ
た
。
迴
紇
は
功
績
を
笠
に
着
て
、
乾
元
以
後
、
し
ば
し
ば
使
者
を
派
遣
し
て
馬
と
繒
帛
と
を
交
換
し
た
。
毎
年
（
絹
馬
）

貿
易
を
し
て
、
一
匹
の
馬
を
四
十
匹
の
絹
と
交
換
し
、
動
も
す
る
と
数
万
匹
の
馬
を
交
換
し
た
。
次
の
派
遣
を
待
っ
て
使
者
が
鴻
臚
寺
に
留
ま
り
続
け
る

こ
と
は
一
再
な
ら
ず
、
迴
紇
は
い
く
ら
で
も
帛
を
入
手
し
よ
う
と
す
る
が
、
我
々
は
馬
を
手
に
入
れ
て
も
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
朝
廷
は
甚
だ
苦
慮
し
て

い
た
。
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長
安
で
回
鶻
が
狼
藉
の
限
り
を
尽
く
し
て
も
規
制
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
唐
と
絹
馬
貿
易
を
強
行
し
て
利
益
を
得
た
こ
と
も
、
唐
が
安
史
の
乱
以
後
に
回

鶻
に
妥
協
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
唐
が
そ
れ
ま
で
受
け
入
れ
な
か
っ
た
マ
ニ
教
の
中
原
地
区
で
の
布
教
を
許
し
た
の
も
、
回
鶻
に
対
す
る
妥
協
の
産
物
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
時
期
の
寺
院
建
立
に
唐
が
積
極
的
な
布
教
の
意
図
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

貞
元
十
五
（
七
九
九
）
年
：
マ
ニ
僧
と
陰
陽
術
士
と
が
共
に
祈
雨
し
た
。

　
　

史
料
十
一　
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
四
四
・
帝
王
部
・
弭
災
二
、
徳
宗
・
貞
元
十
五
年
条

　
　

四
月
、
以
久
旱
令
陰
陽
術
士
陳
混
嘗
・
吕吕
廣
順
及
摩
尼
師
祈
雨〔

一
八
〕。

　
　

四
月
、
旱
魃
が
久
し
く
続
い
た
の
で
、
陰
陽
術
士
陳
混
嘗
・
吕吕
廣
順
及
び
摩
尼
師
に
祈
雨
さ
せ
た
。

　

大
暦
六
年
の
マ
ニ
教
寺
院
建
立
か
ら
八
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
、
漢
文
史
料
に
お
け
る
マ
ニ
教
に
関
す
る
記
述
は
こ
の
貞
元
十
五
年
の
雨
乞
い
一
例
の
み
で
あ

る
。
す
で
に
先
行
研
究
で
こ
の
間
の
宗
教
活
動
の
中
断
の
理
由
は
、
マ
ニ
教
を
支
持
し
て
い
る
牟
羽
可
汗
が
頓
莫
賀
達
干
の
反
乱
で
殺
害
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る

〔
一
九
〕。

　
　

史
料
十
二　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
・
列
伝
一
四
五
・
迴
紇
、
徳
宗

　
　

�

德
宗
初
即
位
、
使
中
官
梁
文
秀
吿
哀
於
迴
紇
、
且
修
舊
好
、
可
汗
移
地
健
不
爲
禮
。
而
九
姓
胡
素
屬
於
迴
紇
者
、
又
陳
中
國
便
利
以
誘
其
心
、
可
汗
乃
舉

國
南
下
、
將
乘
我
喪
。
其
宰
相
頓
莫
賀
達
干
諫
曰
、
唐
、
大
國
也
、
且
無
負
於
我
。（
中
略
）
可
汗
不
聽
。
頓
莫
賀
乘
人
之
心
、
因
擊
殺
之
、
幷
殺
其
親

信
及
九
姓
胡
所
誘
來
者
凡
二
千
人〔

二
○
〕。

　
　

�

徳
宗
即
位
の
直
後
、
中
官
梁
文
秀
を
派
遣
し
て
迴
紇
に
国
喪
（
代
宗
の
崩
御
）
を
伝
え
、
元
の
友
好
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
可
汗
移
地
健
は
礼

儀
を
示
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
も
と
か
ら
迴
紇
に
属
し
て
い
る
九
姓
胡
は
中
国
の
便
利
を
述
べ
て
可
汗
の
心
を
誘
い
、
可
汗
は
国
を
挙
げ
て
南
下
し
て

我
が
国
喪
に
付
け
込
も
う
と
し
た
。
迴
紇
の
宰
相
頓
莫
賀
達
干
は
諫
め
て
、
唐
は
大
国
で
我
が
国
に
背
い
て
い
な
い
、
と
言
っ
た
。（
中
略
）
可
汗
は
聞

か
ず
、
頓
莫
賀
は
人
の
（
不
満
の
）
心
を
と
ら
え
て
可
汗
を
殺
し
、
可
汗
の
親
信
及
び
九
姓
胡
に
誘
わ
れ
て
来
た
人
と
合
わ
せ
て
二
千
人
を
殺
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
建
中
元
（
七
八
○
）
年
（
徳
宗
即
位
の
年
）
に
は
頓
莫
賀
達
干
が
牟
羽
可
汗
を
殺
し
て
自
ら
可
汗
に
な
っ
た
。
牟
羽
可
汗
の
庇
護
を
失
っ
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た
後
、
九
世
紀
の
初
め
に
回
鶻
の
国
教
に
な
っ
た
ま
で
、
漢
文
史
料
に
は
マ
ニ
教
は
陰
陽
術
士
と
共
に
雨
乞
い
を
し
た
と
い
う
記
録
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
さ

ら
に
、
九
世
紀
以
前
に
マ
ニ
教
は
回
鶻
の
国
教
に
な
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
回
鶻
社
会
と
は
相
容
れ
な
い
厳
し
い
戒
律
を
有
し
て
頓
莫
賀
達
干

ら
に
反
対
さ
れ
た

〔
二
一
〕。

そ
こ
で
、
九
世
紀
ま
で
の
マ
ニ
教
の
唐
で
の
布
教
は
、
安
史
の
乱
の
功
績
に
よ
っ
て
回
鶻
が
唐
で
マ
ニ
教
を
広
め
た
と
い
う
よ
り
、
牟
羽

可
汗
が
自
身
の
信
仰
の
た
め
に
マ
ニ
教
の
布
教
を
助
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
、
安
史
の
乱
以
後
か
ら
九
世
紀
前
ま
で
の
マ
ニ
教
伝
播
が
牟
羽
可
汗
の
個
人
的
な
願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
①
牟
羽
可
汗
を
説
得
す
る
マ

ニ
教
僧
人
は
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
、
②
江
南
地
域
の
マ
ニ
教
寺
院
は
ソ
グ
ド
人
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
、
③
ソ
グ
ド
人
は
長
い
間
牟
羽
可
汗
の
保
護
を
受
け
て
い

た
、
と
い
う
三
点
に
分
け
て
説
明
し
た
い
。

　
『
九
姓
廻
鶻
可
汗
碑
』（
史
料
一
）
で
は
、
牟
羽
可
汗
が
マ
ニ
教
に
改
宗
し
た
経
緯
を
記
し
て
い
る
。
牟
羽
可
汗
は
広
徳
元
（
七
六
三
）
年
に
洛
陽
か
ら
一
名

の
マ
ニ
教
高
僧
と
四
人
の
マ
ニ
僧
を
回
鶻
に
連
れ
戻
し
た
が
、
そ
の
中
の
一
人
の
マ
ニ
僧
の
名
は
睿
息
で
あ
る
。
睿
息
の
出
身
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
見

解
が
分
か
れ
て
い
る
。
吉
田
豊
氏
は
『
閩
書
』
に
記
録
さ
れ
た
慕
闍
の
高
弟
と
し
て
の
払
多
誕〔

二
二
〕「
密
烏
没
斯
」
と
比
較
す
る
と
、「
睿
息
」
は
名
前
か
ら
見
て

中
国
人
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
、
と
す
る

〔
二
三
〕。

王
媛
媛
氏
も
睿
息
が
中
原
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る

〔
二
四
〕。

し
か
し
林
悟
殊
氏
は
、
睿
息
が
九
姓
胡

で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
こ
と
で
し
か
後
の
九
姓
胡
の
牟
羽
可
汗
に
対
す
る
大
き
な
影
響
力
を
説
明
で
き
な
い
と
述
べ
、
睿
息
は
九
姓
胡
（
ソ
グ
ド
人
）
で
あ
る

と
考
え
る

〔
二
五
〕。

本
論
も
睿
息
を
ソ
グ
ド
人
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
理
由
と
し
て
、
単
に
ソ
グ
ド
人
が
牟
羽
可
汗
に
与
え
た
影
響
が
非
常
に
大
き
い

か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
に
は
マ
ニ
教
が
解
禁
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
睿
息
が
漢
人
で
あ
れ
ば
彼
は
合
法
的
な
身
分
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
九
姓
廻
鶻
可
汗
碑
』
の
記
述
「
法
帥
は
睿
息
等
四
僧
を
將
い
て
入
國
す
。
二
祀
を
闡
揚
し
て
三
際
を
洞
徹
す
。
况
ん
や
法
師
は

明
門
に
妙
達
す
」
か
ら
考
え
、
こ
の
よ
う
な
高
僧
が
連
れ
て
い
く
睿
息
は
単
に
民
間
組
織
に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
は
低
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
江
南
地
域
の
マ
ニ
教
寺
院
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
完
全
に
ソ
グ
ド
人
が
よ
り
便
利
に
商
売
を
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
江
南
地
域

の
マ
ニ
教
寺
院
は
ソ
グ
ド
人
の
商
売
の
た
め
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
ソ
グ
ド
会
館
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
牟
羽
可
汗
は
ソ
グ
ド
人
と
の
関
係
が
非
常

に
近
い
こ
と
か
ら
、
江
南
地
域
の
マ
ニ
教
寺
院
は
牟
羽
可
汗
が
ソ
グ
ド
人
の
た
め
に
唐
に
建
立
を
要
請
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
、
牟
羽
可
汗
の
ソ
グ
ド
人
に
対
す
る
保
護
は
次
の
史
料
十
三
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。　
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史
料
十
三　
『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
上
・
列
伝
一
四
二
上
・
回
鶻
上
、
徳
宗

　
　

�
始
回
紇
至
中
國
、
常
參
以
九
姓
胡
、
往
往
留
京
師
、
至
千
人
、
居
貲
殖
產
甚
厚
。（
中
略
）
已
而
聞
頓
莫
賀
新
立
、
多
殺
九
姓
胡
人
、
懼
不
敢
歸
、
往
往

亡
去
、
突
董
察
視
嚴
亟
。

　
　

�

最
初
に
中
国
に
来
た
回
紇
人
に
は
よ
く
九
姓
胡
が
混
ざ
っ
て
い
て
、し
ば
し
ば
京
師
に
留
ま
り
、滞
在
人
数
は
千
人
に
達
し
、財
産
が
非
常
に
豊
富
で
あ
っ

た
。（
中
略
）
そ
の
う
ち
に
（
九
姓
胡
は
）
頓
莫
賀
が
新
し
く
可
汗
に
な
っ
て
多
く
の
九
姓
胡
の
人
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
聞
き
、
恐
れ
て
帰
国
し
よ
う
と

せ
ず
、
し
ば
し
ば
逃
亡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
突
董
は
極
め
て
厳
し
く
査
察
し
た
。

　

史
料
十
三
は
建
中
元
年
の
記
録
で
あ
る

〔
二
六
〕。
牟
羽
可
汗
の
在
位
中
の
大
暦
年
間
に
は
、
回
鶻
及
び
混
在
し
て
い
た
九
姓
胡
は
中
国
を
横
行
し
て
い
た
。
九
姓
胡

は
商
売
で
有
名
な
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
。「
始
め
て
回
紇
は
中
國
に
至
り
、
常
に
九
姓
胡
を
以
て
參
わ
る
」
の
一
文
か
ら
見
て
、
こ
れ
以
前
に
中
国
に
来
た
回
鶻

人
に
交
じ
っ
て
い
た
九
姓
胡
は
商
売
に
従
事
し
て
い
た
。
牟
羽
可
汗
が
倒
れ
た
と
聞
い
た
彼
等
が
帰
国
を
望
ま
な
か
っ
た
と
い
う
記
述
か
ら
、
長
い
間
ソ
グ
ド

商
人
は
牟
羽
可
汗
の
保
護
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
上
、
史
料
十
二
の
「
而
る
に
九
姓
胡
の
素
よ
り
迴
紇
に
屬
す
る
者
は
、
又
た
中
國
の
便
利
を

陳
べ
て
其
の
心
を
誘
い
、
可
汗
乃
ち
國
を
舉
げ
て
南
下
し
、
將
に
我
が
喪
に
乘
せ
ん
と
す
」
の
一
文
に
分
か
る
よ
う
に
、
平
素
か
ら
回
鶻
に
い
る
ソ
グ
ド
人
は

牟
羽
可
汗
を
唆
し
て
代
宗
の
崩
御
に
乗
じ
て
唐
を
攻
撃
さ
せ
、
牟
羽
可
汗
は
ソ
グ
ド
人
の
話
に
従
っ
て
南
下
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
牟
羽
可
汗
が
国
家
の
大
事

件
を
決
定
す
る
際
に
、
ソ
グ
ド
人
の
意
見
も
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
史
料
十
二
の
「
頓
莫
賀
は
人
の
心
に
乘
じ
、
因
り
て
之
を
擊
殺
し
、
幷
び
に

其
の
親
信
及
び
九
姓
胡
の
誘
い
て
來
た
る
所
の
者
凡
そ
二
千
人
を
殺
す
」
か
ら
見
る
と
、
牟
羽
可
汗
が
殺
さ
れ
た
後
、
多
く
の
ソ
グ
ド
人
と
関
係
あ
る
者
も
殺

さ
れ
た
。

　

牟
羽
可
汗
が
マ
ニ
教
を
信
仰
す
る
こ
と
を
説
得
し
た
マ
ニ
教
僧
人
は
ソ
グ
ド
人
で
あ
り
、
大
暦
年
間
に
建
立
し
た
マ
ニ
教
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
ソ
グ
ド
人
の
た

め
に
建
て
ら
れ
た
。
同
時
に
、
牟
羽
可
汗
は
回
鶻
国
内
に
い
た
ソ
グ
ド
人
を
保
護
し
、
ソ
グ
ド
人
の
意
見
を
聞
い
て
国
家
の
大
事
件
を
決
定
し
て
き
た
。
そ
の

た
め
、
九
世
紀
ま
で
に
マ
ニ
教
が
唐
で
伝
播
し
た
の
は
、
主
に
牟
羽
可
汗
個
人
の
信
仰
と
願
望
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
建
中
元
年

に
牟
羽
可
汗
が
殺
害
さ
れ
た
後
の
漢
文
史
料
に
お
け
る
マ
ニ
教
の
宗
教
活
動
に
関
す
る
記
録
の
中
断
も
、
こ
の
時
期
の
唐
で
の
マ
ニ
教
伝
播
が
完
全
に
牟
羽
可

汗
個
人
の
願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
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第
二
章
　
九
世
紀
初
か
ら
回
鶻
崩
壊
ま
で
の
唐
代
マ
ニ
教

　

安
史
の
乱
以
後
の
マ
ニ
教
の
あ
り
方
は
、
回
鶻
国
内
の
状
況
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
唐
側
は
マ
ニ
教
を
一
貫
し
て
回
鶻
の
政
治
経
済
的
な
利
益
の
象

徴
と
見
な
し
た
が
、
実
際
に
は
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
マ
ニ
教
は
漸
く
回
鶻
の
国
家
利
益
の
象
徴
と
な
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。

　

貞
元
十
九
（
八
○
三
）
年
：
マ
ニ
教
は
回
鶻
の
国
教
と
な
っ
た
。

　

マ
ニ
教
が
回
鶻
の
国
教
に
な
っ
た
時
点
に
つ
い
て
、
安
部
健
夫
氏
は
懐
信
可
汗
が
貞
元
十
九
年
に
高
昌
に
行
き
、
現
地
の
マ
ニ
教
高
僧
と
交
渉
し
た
こ
と
を

契
機
と
し
た
、
と
述
べ
る

〔
二
七
〕。

こ
の
解
釈
は
後
の
学
者
に
認
め
ら
れ

〔
二
八
〕、

懐
信
可
汗
が
マ
ニ
教
を
回
鶻
の
国
教
と
し
て
復
興
し
た
論
拠
と
さ
れ
る

〔
二
九
〕。

　

本
論
は
マ
ニ
教
が
貞
元
十
九
年
に
回
鶻
国
教
に
な
っ
た
と
い
う
説
に
同
意
す
る
。
少
な
く
と
も
、
史
料
六
の
元
和
元
年
の
「
回
鶻
入
貢
す
。
始
め
て
摩
尼
と

偕
に
來
た
る
」
以
前
に
マ
ニ
教
は
回
鶻
の
国
教
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

元
和
元
（
八
○
六
）
年
：
マ
ニ
僧
が
初
め
て
回
鶻
の
使
節
と
し
て
来
朝
し
た
。

　
　

史
料
十
四　
『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
上
・
列
伝
一
四
二
上
・
回
鶻
上
、
憲
宗

　
　

�

元
和
初
、
再
朝
獻
、
始
以
摩
尼
至
。（
中
略
）
摩
尼
至
京
師
、
歲
往
來
西
市
、
商
賈
頗
與
囊
橐
爲
奸
。

　
　

�

元
和
の
初
め
、
再
び
朝
貢
し
、
初
め
て
摩
尼
が
至
っ
た
。（
中
略
）
摩
尼
は
京
師
に
至
っ
て
か
ら
、
毎
年
、
西
市
に
往
来
し
、
商
賈
は
つ
ね
に
荷
物
を
持

つ
も
の
（
囊
橐
即
ち
摩
尼
）
と
悪
事
を
働
い
た
。

　
　
（
前
掲
）
史
料
六　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
七
・
憲
宗
・
元
和
元
年
条

　
　

是
歲
、
回
鶻
入
貢
、
始
以
摩
尼
偕
來
、
於
中
國
置
寺
處
之
。

　
　

こ
の
歳
、
回
鶻
は
入
貢
し
、
初
め
て
摩
尼
と
と
も
に
来
て
、
中
国
に
寺
院
を
建
立
し
て
摩
尼
を
落
ち
着
か
せ
た
。

　
『
新
唐
書
』
回
鶻
伝
上
に
記
録
す
る
「
始
め
て
摩
尼
至
る
」
の
「
始
」
字
に
つ
い
て
、
林
悟
殊
氏
は
、
こ
の
「
始
」
は
マ
ニ
教
が
唐
で
布
教
を
開
始
し
た
こ
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と
で
は
な
く
、
マ
ニ
僧
が
回
鶻
政
府
の
代
表
と
し
て
初
め
て
外
交
使
節
と
共
に
中
国
に
来
た
こ
と
を
示
す
、
と
述
べ
る

〔
三
○
〕。

本
論
は
林
氏
の
観
点
に
基
づ
き
、『
資

治
通
鑑
』
巻
二
三
七
（
史
料
六
）
の
記
録
を
「
こ
の
歳
、
回
鶻
は
始
め
て
マ
ニ
教
僧
侶
と
と
も
に
入
貢
し
た
」
と
理
解
し
、
こ
こ
の
「
始
」
は
マ
ニ
僧
最
初
の

国
使
と
し
て
の
入
朝
を
示
す
、
と
す
る
。

　

元
和
初
か
ら
漢
文
史
料
に
マ
ニ
教
に
関
す
る
記
録
が
増
え
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
は
唐
に
来
た
使
節
と
関
連
し
て
い
る
。
九
世
紀
以
前
の
マ
ニ
信
者
が
唐
を
往

来
し
て
い
た
頃
は
、
寺
院
を
拠
点
に
商
売
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
九
世
紀
以
後
の
マ
ニ
僧
は
外
交
官
と
し
て
の
身
分
を
持
ち
、
唐
で
の
地
位
は
さ
ら

に
高
く
な
っ
た
。
た
だ
し
、
ソ
グ
ド
人
の
商
売
は
数
十
年
間
ず
っ
と
継
続
し
て
い
た
。

　

元
和
二
（
八
○
七
）
年
：
洛
陽
と
太
原
と
の
マ
ニ
教
寺
院
を
建
立
し
た
。

　
　

史
料
十
五　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
九
九
・
外
臣
部
四
四
・
請
求
、
元
和
二
年
条

　
　

元
和
二
年
正
月
庚
子
、
迴
鶻
使
者
請
於
河
南
府
・
太
原
府
置
摩
尼
寺
三
所
、
許
之〔

三
一
〕。

　
　

元
和
二
年
正
月
庚
子
、
迴
鶻
の
使
者
は
河
南
府
・
太
原
府
で
三
か
所
の
摩
尼
寺
を
建
立
す
る
こ
と
を
請
求
し
、
こ
の
請
求
は
許
可
さ
れ
た
。

　
　

史
料
十
六　
『
白
氏
長
慶
集
』
巻
四
〇
・
翰
林
制
詔
四
「
與
回
鶻
可
汗
書
」

　
　

�

其
東
都
・
太
原
置
寺
、
已
令
人
勾
當
、
事
縁
功
德
、
理
合
精
嚴
。
又
有
彼
國
師
僧
、
不
必
更
勞
人
檢
校
。（
中
略
）
所
令
帝
德
將
軍
安
慶
雲
供
養
師
僧
、

請
住
外
宅
、
又
令
骨
都
禄
將
軍
充
檢
校
功
德
使
、（
中
略
）
並
依
來
奏
、
想
宜
知
悉
。
内
外
宰
相
及
判
官
摩
尼
師
等
、
並
各
有
賜
物
、
至
宜
準
數
分
付
。

　
　

�

東
都
洛
陽
と
太
原
に
寺
院
を
置
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
差
配
さ
せ
た
。
事
は
宗
教
の
功
徳
に
関
わ
る
の
で
、
理
と
し
て
寺
院
は
荘
厳
で
あ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
ち
ら
の
国
の
僧
侶
が
い
る
の
で
、
他
の
人
（
唐
の
人
）
に
点
検
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。（
中
略
）
帝
徳
将
軍
の
安
慶
雲
に
僧
侶
を
供
養
さ
せ
、

外
宅
に
住
ま
わ
せ
る
、
と
い
う
請
求
、
ま
た
骨
都
禄
将
軍
を
臨
時
の
検
校
功
徳
使
に
当
て
る
こ
と
、（
中
略
）
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
奏
請
の
通
り
に

し
た
の
で
、
宜
し
く
承
知
し
て
ほ
し
い
。
内
外
宰
相
及
び
判
官
や
摩
尼
師
等
に
も
そ
れ
ぞ
れ
賜
物
が
あ
る
の
で
、
基
準
に
従
っ
て
配
布
す
る
よ
う
に
。

　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
九
九
の
記
録
で
は
、
唐
は
元
和
二
年
に
回
鶻
が
河
南
府
・
太
原
府
に
マ
ニ
教
寺
院
を
建
立
す
る
請
求
を
許
可
し
た
。
し
か
し
、『
冊
府
元

亀
』
の
「
三
所
」
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
河
南
府
と
太
原
府
と
合
わ
せ
て
三
ヶ
所
な
の
か
、
或
い
は
河
南
府
と
太
原
府
と
は
そ
れ
ぞ
れ
に
三
ヶ
所
あ
る
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と
い
う
こ
と
な
の
か
、
現
在
の
と
こ
ろ
史
料
か
ら
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
も
こ
の
問
題
に
言
及
し
て
い
な
い
。
祆
教
で
は

長
安
に
六
ヶ
所
の
寺
院
が
あ
っ
た

〔
三
二
〕故

、
本
論
は
河
南
府
と
太
原
府
と
そ
れ
ぞ
れ
三
ヶ
所
の
マ
ニ
教
寺
院
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

　
『
白
氏
長
慶
集
』
の
「
與
回
鶻
可
汗
書
」
の
「
東
都
（
洛
陽
）・
太
原
」
は
、『
冊
府
元
亀
』
の
「
河
南
府
・
太
原
府
」
と
同
じ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考
え
る

〔
三
三
〕。

「
又
た
彼
國
の
師
僧
有
り
、
必
し
も
更
に
人
を
勞
し
て
檢
校
せ
ず
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
唐
朝
廷
は
マ
ニ
教
寺
院
の
建
立
に
介
入
し
よ
う
せ
ず
、
マ
ニ
教
寺
院

に
興
味
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、こ
の
詔
書
に
登
場
す
る
マ
ニ
教
と
関
連
す
る
人
物
に
つ
い
て
、「
安
慶
雲
」
は
ソ
グ
ド
人
、

「
骨
都
禄
」
は
回
鶻
人〔

三
四
〕で
あ
る
。
今
回
の
洛
陽
と
太
原
の
マ
ニ
教
寺
院
も
主
に
唐
に
い
た
回
鶻
人
と
ソ
グ
ド
人
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

元
和
八
（
八
一
三
）
年
：
外
交
官
と
し
て
の
マ
ニ
僧
、
ま
た
回
鶻
は
唐
の
辺
境
で
騒
擾
を
起
こ
し
た
。

　
　

史
料
十
七　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
・
列
伝
一
四
五
・
迴
紇
、
元
和
八
年
条

　
　

十
二
月
二
日〔

三
五
〕、
宴
歸
國
迴
鶻
摩
尼
八
人
、
令
至
中
書
見
宰
臣
。
先
是
、
迴
鶻
請
和
親
、（
中
略
）
以
摩
尼
爲
迴
鶻
信
奉
、
故
使
宰
臣
言
其
不
可
。

　
　

�

十
二
月
二
日
、
帰
国
す
る
八
人
の
迴
鶻
の
摩
尼
の
た
め
に
宴
会
を
開
き
、（
摩
尼
を
）
宰
臣
に
会
い
に
中
書
に
行
か
せ
た
。
こ
の
前
に
迴
鶻
は
和
親
を
請

求
し
、（
中
略
）
摩
尼
が
迴
鶻
に
信
奉
さ
れ
る
た
め
に
、
宰
臣
か
ら
（
摩
尼
に
）
和
親
を
不
可
と
す
る
こ
と
を
伝
え
た
。

　

元
和
八
年
の
記
録
に
、
唐
は
ま
も
な
く
帰
国
す
る
マ
ニ
僧
の
た
め
に
宴
席
を
開
き
、
回
鶻
側
か
ら
の
和
親
請
求
に
対
す
る
拒
否
は
、
マ
ニ
僧
に
伝
え
ら
れ
た
。

　

同
年
、
回
鶻
の
数
千
人
の
騎
兵
が
唐
の
鸊
鵜
泉
境
界
を
侵
し
た
。

　
　

史
料
十
八　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
・
列
伝
一
四
五
・
迴
紇
、
元
和
八
年
条

　
　

是
歲
、
迴
鶻
數
千
騎
至
鸊
鵜
泉
、
邊
軍
戒
嚴
。

　
　

こ
の
歳
、
迴
鶻
の
数
千
人
の
騎
兵
は
鸊
鵜
泉
に
至
り
、
辺
境
の
軍
隊
は
警
備
を
厳
し
く
し
た
。

　

元
和
九
（
八
一
四
）
年
：
外
交
官
と
し
て
の
マ
ニ
僧
、
唐
は
外
交
面
で
回
鶻
に
威
厳
を
示
そ
う
と
し
た
。

　

次
の
史
料
十
九
は
元
和
九
年
の
こ
と
を
記
し
て
い
る

〔
三
六
〕。
王
鍔
は
河
東
で
回
鶻
が
マ
ニ
僧
を
連
れ
て
入
朝
す
る
こ
と
に
出
く
わ
し
、
回
鶻
に
唐
朝
廷
の
威
厳
を
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示
し
た
後
、
唐
朝
廷
か
ら
の
褒
賞
を
受
け
た
。

　
　

史
料
十
九　
『
新
唐
書
』
巻
一
七
○
・
列
伝
九
五
・
王
鍔
伝

　
　

�

會
回
鶻
幷
摩
尼
師
入
朝
、
鍔
欲
示
威
武
傾
駭
之
、
乃
悉
軍
迎
、
延
列
五
十
里
、
旗
幟
光
鮮
、
戈
鎧
犀
密
。
回
鶻
恐
、
不
敢
仰
視
、
鍔
偃
然
受
其
禮
。
帝
聞

嘉
之
、
卽
除
檢
校
司
空
、
同
中
書
門
下
平
章
事
。

　
　

�

回
鶻
と
摩
尼
師
が
入
朝
す
る
こ
と
に
出
く
わ
し
、
王
鍔
は
威
武
を
示
し
て
（
回
鶻
を
）
嚇
か
そ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
全
て
の
軍
隊
を
率
い
て
迎
え
、（
軍

隊
は
）
延
々
五
十
里
、
旗
幟
は
輝
い
て
戈
甲
は
隙
間
な
く
並
ん
だ
。
回
鶻
は
恐
れ
て
見
上
げ
る
勇
気
が
な
く
、
王
鍔
は
悠
然
と
回
鶻
の
礼
を
受
け
た
。
皇

帝
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
喜
び
、
直
ち
に
檢
校
司
空
・
同
中
書
門
下
平
章
事
を
授
け
た
。

　

長
慶
元
（
八
二
一
）
年
：
外
交
官
と
し
て
の
マ
ニ
僧
。

　
　

史
料
二
十　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
・
列
伝
一
四
五
・
迴
紇
、
長
慶
元
年
条

　
　

五
月
、
迴
鶻
宰
相
・
都
督
・
公
主
・
摩
尼
等
五
百
七
十
三
人
入
朝
迎
公
主
、
於
鴻
臚
寺
安
置
。

　
　

�

五
月
、
迴
鶻
の
宰
相
・
都
督
・
公
主
・
摩
尼
ら
の
五
百
七
十
三
人
は
（
和
蕃
）
公
主
を
迎
え
に
入
朝
し
、
鴻
臚
寺
に
（
五
百
七
十
三
人
を
）
落
ち
着
か
せ

た
。

　

長
慶
元
年
の
記
録
に
、
回
鶻
が
唐
に
和
蕃
公
主
を
迎
え
に
来
た
時
に
マ
ニ
僧
も
同
行
し
、
し
か
も
宰
相
・
都
督
・
公
主
と
並
ん
で
記
録
さ
れ
た
。
回
鶻
と
の

和
親
を
拒
否
す
る
決
定
を
マ
ニ
僧
に
伝
え
た
こ
と
か
ら
も
、
回
鶻
が
入
朝
し
て
和
蕃
公
主
を
迎
え
た
時
に
マ
ニ
僧
が
同
行
し
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
時
期
の
マ

ニ
僧
が
直
接
外
交
使
節
と
し
て
回
鶻
の
対
外
政
務
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
マ
ニ
僧
は
回
鶻
の
政
治
外
交
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
た
め
、

唐
側
か
ら
は
布
教
使
と
い
う
よ
り
外
交
官
と
し
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
翌
年
、
唐
は
依
然
と
し
て
外
交
的
に
弱
い
立
場
に
あ
り
、
回
鶻
に
計
十
九
万
匹
の
馬
価
絹
を
与
え
ざ
る
を
得
ず
、
回
鶻
が
国
境
で
起
こ
し
た
騒
乱
を
再

び
妥
協
で
阻
止
し
た
。

　
　

史
料
二
十
一　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
・
列
伝
一
四
五
・
迴
紇
、
長
慶
二
（
八
二
二
）
年
条
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�

二
年
二
月
、
賜
迴
紇
馬
價
絹
五
萬
匹
。
三
月
、
又
賜
馬
價
絹
七
萬
匹
。
是
月
、
裴
度
招
討
幽
・
鎭
之
亂
、
迴
鶻
請
以
兵
從
度
討
伐
。
朝
議
以
寶
應
初
迴
紇

收
復
兩
京
、
恃
功
驕
恣
難
制
、
咸
以
爲
不
可
、
遂
命
中
使
止
迴
紇
令
歸
。
會
其
已
上
豐
州
北
界
、
不
從
止
。
詔
發
繒
帛
七
萬
匹
賜
之
、
方
還
。

　
　

�
二
年
二
月
、
迴
紇
に
馬
價
絹
五
萬
匹
を
賜
っ
た
。
三
月
、
ま
た
馬
價
絹
七
萬
匹
を
賜
っ
た
。
こ
の
月
、
裴
度
は
幽
州
・
鎭
州
の
乱
の
招
討
使
に
な
り
、
迴

鶻
は
兵
を
率
い
て
裴
度
に
従
っ
て
討
伐
す
る
よ
う
に
請
求
し
た
。
朝
廷
は
評
議
し
て
、宝
応
の
初
め
（
七
六
二
）
に
迴
紇
は
両
京
の
回
復
に
助
勢
し
た
が
、

（
以
後
）
功
績
を
笠
に
着
て
規
制
し
難
い
の
で
、
皆
な
今
回
の
申
し
出
を
不
可
と
し
た
。
そ
こ
で
、
中
使
に
命
じ
て
迴
紇
を
止
め
て
帰
ら
せ
た
。（
中
使
は
）

迴
紇
が
す
で
に
豐
州
の
北
界
に
至
っ
て
い
た
の
で
、
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
詔
し
て
七
萬
匹
の
繒
帛
を
発
給
し
て
迴
紇
に
賜
り
、
迴
紇
は
よ
う

や
く
帰
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
マ
ニ
教
徒
は
唐
の
正
史
記
録
に
完
全
に
外
交
官
の
形
で
現
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
唐
側
か
ら
見
る
と
、
九
世
紀
以
後
の
マ

ニ
教
の
布
教
活
動
も
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
に
回
鶻
が
衰
微
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
後
、
唐
は
す
ぐ
に
マ
ニ
教
に
対

す
る
弾
圧
を
始
め
た
。

第
三
章
　
武
宗
即
位
か
ら
会
昌
三
年
ま
で
の
唐
代
マ
ニ
教

　

会
昌
二
（
八
四
二
）
年
：
回
鶻
に
対
す
る
三
点
の
文
書
。

　

唐
の
マ
ニ
教
に
対
す
る
最
初
の
弾
圧
は
、
会
昌
二
年
の
三
点
の
文
書
、
即
ち
二
月
の
「
賜
回
鶻
書
意
」、
四
月
或
い
は
五
月
の
「
賜
回
鶻
可
汗
書
意
」、
八
月

の
「
論
回
鶻
石
誡
直
状〔

三
七
〕」
を
通
じ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

史
料
二
十
二　
『
会
昌
一
品
集
』
巻
五
「
賜
回
鶻
書
意
」

　
　

�

朕
二
年
以
來
、
保
護
可
汗
一
國
、
内
阻
公
卿
之
議
、
外
遏
邊
將
之
言
。（
中
略
）
所
求
種
糧
、
及
安
存
摩
尼
、
尋
勘
退
渾
・
党
項
劫
掠
等
事
、
并
當
應
接

處
置
、
必
遣
得
宜
。

　
　

�

朕
は
こ
の
二
年
に
可
汗
の
一
国
を
保
護
し
、
朝
廷
で
は
公
卿
の
異
論
を
抑
え
、
朝
廷
の
外
で
は
辺
将
の
意
見
を
抑
制
し
て
き
た
。（
中
略
）
そ
ち
ら
の
要
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求
す
る
作
物
の
種
と
食
糧
、
及
び
摩
尼
を
安
全
に
滞
在
さ
せ
る
こ
と
、
退
渾
と
党
項
の
略
奪
等
に
対
処
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
し
か
る
べ
く
相
応
の
措

置
を
執
り
、
必
ず
良
い
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
。

　

次
の
史
料
二
十
三
か
ら
、
開
成
四
（
八
三
九
）
年
に
回
鶻
国
内
が
乱
れ
た
が
、
唐
側
は
武
宗
が
即
位
し
た
開
成
五
（
八
四
○
）
年
に
告
喪
の
使
者
を
通
じ
て

回
鶻
の
動
乱
を
察
知
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　

史
料
二
十
三　
『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
下
・
列
伝
一
四
二
下
・
回
鶻
下
、
開
成
四
年
条

　
　

開
成
四
年
、
其
相
掘
羅
勿
作
難
、
引
沙
陀
共
攻
可
汗
、
可
汗
自
殺
、
國
人
立
㕎㕎
馺
特
勒
爲
可
汗
。（
中
略
）
武
宗
即
位
、
以
嗣
澤
王
溶
臨
吿
、
乃
知
其
國
亂
。

　
　

�

開
成
四
年
、
回
鶻
の
宰
相
掘
羅
勿
は
反
乱
を
起
こ
し
て
沙
陀
と
と
も
に
可
汗
を
攻
撃
し
、
可
汗
は
自
殺
し
た
。
回
鶻
の
人
は
㕎㕎
馺
特
勒
を
可
汗
に
立
て
た
。

（
中
略
）
武
宗
即
位
の
際
に
嗣
澤
王
溶
を
派
遣
し
て
（
回
鶻
に
武
宗
の
即
位
を
）
知
ら
せ
、
そ
こ
で
回
鶻
国
内
が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

よ
っ
て
、「
賜
回
鶻
書
意
」
の
「
二
年
以
來
」
は
、
武
宗
が
即
位
し
た
開
成
五
年
か
ら
こ
の
文
書
が
書
か
れ
た
会
昌
二
年
二
月
ま
で
に
該
当
す
る
と
考
え
る
。

「
摩
尼
を
安
存
す
」
の
「
安
存
」
は
安
ら
か
に
存
置
す
る
こ
と
と
理
解
す
る
。
会
昌
二
年
二
月
の
時
点
で
回
鶻
国
内
は
動
乱
の
中
に
あ
り
、
唐
か
ら
帰
国
す
る

マ
ニ
僧
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
回
鶻
は
唐
に
滞
在
し
て
い
た
マ
ニ
僧
を
そ
の
ま
ま
居
さ
せ
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
。
史
料
五
の
『
唐

国
史
補
』
大
摩
尼
議
政
に
は
「
其
の
大
摩
尼
は
數
年
一
た
び
易
え
、
中
國
に
往
來
し
、
小
者
は
年
ご
と
に
轉
ず
」
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
史
料
十
七
の
『
旧
唐

書
』
迴
紇
伝
に
は
「
歸
國
す
る
迴
鶻
摩
尼
」
の
記
録
が
あ
り
、
毎
年
、
回
鶻
の
マ
ニ
僧
が
唐
か
ら
帰
国
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
故
に
、
こ
こ
の
摩
尼
を
安

存
す
る
と
い
う
の
は
、
帰
国
す
べ
き
マ
ニ
僧
を
唐
国
内
に
安
存
さ
せ
る
こ
と
と
考
え
る
。

　
　

史
料
二
十
四　
『
会
昌
一
品
集
』
巻
五
「
賜
回
鶻
可
汗
書
意
」

　
　

�

摩
尼
教
天
寶
以
前
、
中
國
禁
斷
。
自
累
朝
緣
囘
鶻
敬
信
、
始
許
興
行
、
江
淮
數
鎭
、
皆
令
闡
教
。
近
各
得
本
道
申
奏
。
緣
自
囘
鶻
破
亡
、
奉
法
因
茲
懈
怠
、

蕃
僧
在
彼
、
稍
似
無
依
。（
中
略
）
朕
深
念
異
國
遠
僧
、
欲
其
安
堵
。
且
令
於
兩
都
及
太
原
信
嚮
處
行
教
、
其
江
淮
諸
寺
權
停
、
待
囘
鶻
本
土
安
寧
、
即

却
令
如
舊
。

　
　

�

摩
尼
教
は
天
宝
以
前
、
中
国
で
の
布
教
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
代
々
の
皇
帝
は
回
鶻
が
摩
尼
教
を
敬
信
す
る
た
め
に
布
教
を
許
し
、
江
淮
の
数
鎮
で
も

布
教
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
最
近
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
道
の
報
告
を
手
に
し
た
が
、
回
鶻
の
衰
亡
に
よ
り
、
摩
尼
教
の
信
仰
心
が
薄
く
な
り
、
回
鶻
の
摩
尼
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僧
の
拠
り
所
が
無
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。（
中
略
）
朕
は
遠
く
異
国
か
ら
き
た
摩
尼
僧
の
こ
と
を
念
じ
て
、
ぜ
ひ
安
堵
さ
せ
て
や
ろ
う
と
思
う
。

し
ば
ら
く
、
長
安
・
洛
陽
の
二
都
と
太
原
と
の
信
仰
の
あ
る
地
域
で
は
布
教
を
許
し
、
江
淮
の
諸
寺
院
で
は
一
先
ず
活
動
を
停
止
さ
せ
、
回
鶻
の
本
土
の

情
況
が
安
定
し
て
か
ら
、
も
と
ど
お
り
江
淮
の
諸
寺
院
を
再
開
さ
せ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
「
天
寶
以
前
に
中
國
は
禁
斷
す
」
は
、
開
元
二
十
年
の
禁
教
令
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
詔
書
は
、
マ
ニ
教
が
中
国
で
布
教
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
の
は
、
回

鶻
が
マ
ニ
教
を
信
仰
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
は
っ
き
り
と
明
記
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
回
鶻
国
内
が
不
穏
に
な
る
と
、
マ
ニ
教
の
宗
教
活
動
も
不
活
発
に

な
る
。
こ
の
詔
書
か
ら
以
下
の
二
点
も
明
瞭
と
な
る
。
即
ち
、
①
前
引
の
「
賜
回
鶻
書
意
」
の
「
摩
尼
を
安
存
す
」
と
こ
の
詔
書
の
「
蕃
僧
彼
に
在
り
て
稍
や

依
る
無
き
に
似
る
」
か
ら
、
回
鶻
が
唐
の
境
内
に
い
た
マ
ニ
僧
と
緊
密
な
つ
な
が
り
を
保
っ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
②
回
鶻
は
マ
ニ
教
の
唐
で
の
布

教
を
ず
っ
と
助
け
て
お
り
、
回
鶻
が
力
を
失
う
と
マ
ニ
教
は
独
自
に
宗
教
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
唐
代
の
マ
ニ
教
は
完
全
に
回
鶻
に

依
存
し
て
い
た
。「
且
く
兩
都
及
び
太
原
の
信
嚮
處
に
行
教
せ
し
め
ん
と
す
」
の
「
信
嚮
」
は
信
じ
て
帰
依
す
る
と
理
解
す
る
。
江
南
地
域
の
マ
ニ
教
寺
院
は

一
時
閉
鎖
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
時
点
で
江
南
地
域
に
滞
在
し
て
い
た
マ
ニ
教
徒
は
北
へ
追
い
や
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
囘
鶻
本
土
の
安
寧

を
待
ち
、
即
ち
却
り
て
舊
の
如
く
せ
し
む
」
と
い
う
一
文
か
ら
見
る
と
、
も
し
回
鶻
が
本
当
に
安
定
的
な
状
況
に
回
復
す
れ
ば
、
江
南
の
マ
ニ
教
寺
院
を
復
活

さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
唐
朝
廷
は
ま
だ
マ
ニ
教
に
存
続
の
余
地
を
残
し
て
い
た
。
回
鶻
が
完
全
に
敗
滅
し
な
か
っ

た
た
め
で
あ
る
。

　
　

史
料
二
十
五　
『
会
昌
一
品
集
』
巻
一
四
「
論
回
鶻
石
誡
直
状
」

　
　

况
自
今
夏
以
來
、
兩
度
檢
點
摩
尼
回
鶻
、
又
寵
待
嗢
沒
斯
至
厚
、
恐
誡
直
之
徒
、
必
懐
疑
怨
。

　
　

�

さ
ら
に
、
今
年
の
夏
以
来
、
回
鶻
の
摩
尼
を
二
回
調
査
し
、
ま
た
嗢
沒
斯
に
対
し
て
手
厚
く
も
て
な
し
た
の
で
、
お
そ
ら
く
石
誡
直
の
よ
う
な
人
は
疑
い

と
恨
み
を
懐
く
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
状
で
省
略
し
た
部
分
に
よ
れ
ば
、
石
誡
直
は
会
昌
二
年
に
唐
に
滞
在
中
の
回
鶻
人
で
あ
る
。
ま
た
、
嗢
沒
斯
は
開
成
五
（
八
四
○
）
年
に
唐
に
帰
順
し

た
回
鶻
の
特
勤
で
あ
り
、
種
々
の
史
料
に
名
が
見
え
て
い
る
。
以
上
の
「
論
回
鶻
石
誡
直
状
」
に
見
え
る
「
今
夏
自
り
以
來
、
兩
度
摩
尼
回
鶻
を
檢
點
す
」
の

「
今
夏
」
は
、
ま
さ
に
「
賜
回
鶻
可
汗
書
意
」
の
執
筆
時
間
に
当
た
る
。「
檢
點
」
を
一
々
調
べ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
会
昌
二
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
、
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唐
が
領
域
内
の
回
鶻
の
マ
ニ
教
徒
の
人
数
と
唐
在
住
の
状
況
と
を
二
回
調
査
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
回
の
調
査
は
、
一
回
は
江
南
寺
院
を
閉
鎖
し
た
時

に
行
い
、
も
う
一
回
は
江
南
寺
院
を
閉
鎖
し
た
後
に
行
っ
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
二
回
細
か
く
調
べ
た
の
は
す
べ
て
回
鶻
の
マ
ニ
教
徒
で
あ
り
、
唐
本
土
出

身
の
マ
ニ
教
徒
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　

こ
の
三
つ
の
文
書
か
ら
、
会
昌
二
年
に
回
鶻
が
衰
微
し
て
い
た
時
に
、
唐
政
府
は
す
で
に
マ
ニ
教
弾
圧
の
準
備
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
二
月
に
は

回
鶻
可
汗
と
唐
領
域
内
の
マ
ニ
教
徒
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
を
約
束
し
、
四
月
（
ま
た
は
五
月
）
に
は
江
南
地
域
の
マ
ニ
教
寺
院
を
閉
鎖
し
、
八
月
に
な
る
と

唐
国
内
の
マ
ニ
教
徒
を
二
回
取
り
調
べ
た
。
回
鶻
の
衰
退
と
と
も
に
マ
ニ
教
に
対
す
る
弾
圧
も
深
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

会
昌
三
（
八
四
三
）
年
：
東
ウ
イ
グ
ル
帝
国
の
大
敗
を
確
認
し
た
、
本
格
的
な
マ
ニ
教
弾
圧
。

　
　

史
料
二
十
六　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
四
七
・
唐
紀
六
三
、
武
宗
、
会
昌
三
年
正
月
条

　
　

庚
子
、
大
破
回
鶻
於
殺
胡
山
、
可
汗
被
瘡
、
與
數
百
騎
遁
去
、
雄
（
石
雄
）
迎
太
和
公
主
以
歸
。

　
　

庚
子
、
回
鶻
を
殺
胡
山
に
大
破
し
、
可
汗
は
負
傷
し
て
数
百
人
の
騎
兵
と
逃
げ
去
っ
た
。
石
雄
は
太
和
公
主
を
迎
え
て
帰
っ
た
。

　

会
昌
三
年
正
月
、
石
雄
は
殺
胡
山
で
回
鶻
を
打
ち
敗
り
、
太
和
公
主
を
迎
え
入
れ
た
。
一
方
、
回
鶻
の
烏
介
可
汗
は
負
傷
し
て
逃
げ
た
。
そ
の
後
の
出
来
事

に
つ
い
て
、『
旧
唐
書
』
武
宗
紀
は
マ
ニ
教
弾
圧
の
原
因
と
手
段
と
を
最
も
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。

　
　

史
料
二
十
七　
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
上
・
本
紀
一
八
上
・
武
宗
、
会
昌
三
年
二
月
条

　
　

�

太
原
劉
沔
奏
、「
昨
率
諸
道
之
師
至
大
同
軍
、
遣
石
雄
襲
迴
鶻
牙
帳
、
雄
大
敗
迴
鶻
於
殺
胡
山
、
烏
介
可
汗
被
創
而
走
。
已
迎
得
太
和
公
主
至
雲
州
。」
是

日
、
御
宣
政
殿
、
百
僚
稱
賀
。
制
曰
、「（
前
略
）
其
迴
紇
旣
以
破
滅
、
義
在
翦
除
、
宜
令
諸
道
兵
馬
使
同
進
討
。
河
東
立
功
將
士
已
下
、
優
厚
賞
給
、
續

條
疏
處
分
。
應
在
京
外
宅
及
東
都
修
功
德
迴
紇
、
並
勒
冠
帶
、
各
配
諸
道
收
管
。
其
迴
紇
及
摩
尼
寺
莊
宅
・
錢
物
等
、
並
委
功
德
使
與
御
史
臺
及
京
兆
府
、

各
差
官
點
檢
收
抽
、
不
得
容
諸
色
人
影
占
。
如
犯
者
並
處
極
法
、
錢
物
納
官
。
摩
尼
寺
僧
委
中
書
門
下
條
疏
聞
奏
。」

　
　

�

太
原
の
劉
沔
が
「
こ
の
前
は
諸
道
の
軍
隊
を
率
い
て
大
同
軍
に
至
り
、
石
雄
を
派
遣
し
て
迴
鶻
の
牙
帳
を
襲
撃
し
た
。
石
雄
は
殺
胡
山
に
迴
鶻
を
徹
底
的

に
打
ち
負
か
し
、
回
鶻
の
烏
介
可
汗
は
負
傷
し
て
逃
げ
去
っ
た
。
す
で
に
太
和
公
主
を
迎
え
て
雲
州
に
至
っ
た
。」
と
上
奏
し
た
。
こ
の
日
、
皇
帝
は
宣
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政
殿
に
行
き
、
百
官
は
喜
び
祝
う
。
制
を
発
し
て
言
っ
た
。「（
前
略
）
迴
紇
は
す
で
に
破
滅
し
た
が
、
徹
底
的
に
消
滅
す
べ
き
で
あ
る
。
諸
道
の
兵
馬
使

を
共
に
回
鶻
討
伐
に
進
ま
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
河
東
の
功
を
立
て
た
将
士
に
対
し
て
は
厚
く
賞
し
、
順
に
一
人
ず
つ
書
き
並
べ
て
処
理
す
る
。
京
外
宅
及

び
東
都
に
在
る
迴
紇
の
修
功
徳
使
は
冠
帯
を
備
え
さ
せ
、
各
々
諸
道
に
配
し
て
管
理
さ
せ
る
。
迴
紇
及
び
摩
尼
寺
の
邸
宅
や
金
銭
な
ど
に
つ
い
て
は
、
功

徳
使
と
御
史
台
及
び
京
兆
府
に
委
ね
、
そ
れ
ぞ
れ
人
を
派
遣
し
て
点
検
し
て
没
収
し
、
一
般
の
人
の
占
有
は
許
さ
な
い
。
違
反
者
が
い
れ
ば
、
す
べ
て
厳

し
く
法
律
で
処
分
し
、
財
物
は
官
府
の
も
の
に
す
る
。
摩
尼
寺
の
僧
侶
は
中
書
・
門
下
に
委
ね
、
一
人
ず
つ
書
き
並
べ
て
上
奏
せ
よ
」
と
。

　

会
昌
三
年
二
月
、
劉
沔
の
上
奏
文
を
受
け
取
っ
た
と
、
武
宗
は
即
日
百
官
に
こ
の
事
情
を
知
ら
せ
、
さ
ら
に
李
徳
裕
に
「
討
回
鶻
制〔

三
八
〕」
を
書
か
せ
た
。
こ
の

経
過
を
踏
ま
え
る
と
、
マ
ニ
教
を
弾
圧
し
た
理
由
は
明
ら
か
に
徳
宗
の
制
の
「
其
の
迴
紇
旣
に
破
滅
せ
る
を
以
て
、
義
は
翦
除
に
在
る
」
の
一
文
に
あ
る
。
唐

政
府
に
と
っ
て
マ
ニ
教
へ
の
弾
圧
は
回
鶻
を
討
伐
す
る
政
策
の
一
部
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

　
「
應
に
京
外
宅
及
び
東
都
に
在
り
て
修
功
德
の
迴
紇
の
並
び
に
冠
帶
を
勒
す
る
は
、
各
お
の
諸
道
に
配
し
て
收
管
す
べ
し
」
の
「
外
宅
」
は
別
宅
で
あ
り
、

小
野
勝
年
氏
は
「
皇
城
の
外
の
外
夷
接
待
の
と
こ
ろ
と
解
す
る
と
、
礼
賓
院
の
俗
称
か
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る

〔
三
九
〕。「
修
功
德
の
迴
紇
」
は
回
鶻
の
修
功
德

使〔
四
○
〕と

理
解
す
る
。「
冠
帶
」
は
冠
冕
を
戴
き
紳
帯
を
著
け
る
身
分
、
官
吏
の
比
喩
で
あ
る
。
長
安
の
外
宅
と
洛
陽
で
の
マ
ニ
教
の
修
功
徳
使
は
、
律
令
官
制
中

の
官
員
の
身
分
を
与
え
ら
れ
た
一
方
、
各
地
に
配
属
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
其
の
迴
紇
及
び
摩
尼
寺
の
莊
宅
・
錢
物
等
は
、
並
び
に
功
德
使
與
御
史
臺
及
び
京
兆
府
に
委
ね
て
各
お
の
官
を
差
し
て
點
檢
し
て
收
抽
し
、
諸
色
人
を
影

占
す
る
を
容
る
る
を
得
ず
。
犯
す
者
の
如
き
は
並
び
に
極
法
に
處
し
、
錢
物
は
官
に
納
め
る
」
の
「
諸
色
人
」
は
一
般
の
人
・
色
々
の
人
、
つ
ま
り
「
誰
で
も

（
庶
民
）」
と
理
解
す
る
。「
影
占
」
は
詐
称
し
て
占
有
す
る
。
唐
政
府
は
功
徳
使
・
御
史
台
と
京
兆
府
に
委
任
し
て
、
人
を
派
遣
し
て
回
鶻
に
属
す
る
ま
た
は

マ
ニ
教
寺
院
に
属
す
る
邸
宅
や
金
銭
を
点
検
し
て
回
収
し
、
個
人
が
詐
称
し
て
占
有
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
こ
れ
ら
の
財
産
を
詐
取
し
た
人
は
厳
し
い
懲
罰
に

処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
財
産
に
は
江
南
地
域
の
マ
ニ
教
寺
院
の
財
産
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
会
昌
二
年
の
夏
に
江
南
地
域
の
マ
ニ
教
寺
院

は
一
時
閉
鎖
さ
れ
て
回
復
を
待
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
時
に
は
寺
院
の
財
産
を
没
収
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
摩
尼
寺
僧
は
中
書
・
門
下
に
委
ね
て
疏
を
條
ね
て
聞
奏
す
」
は
マ
ニ
寺
に
い
た
僧
人
の
こ
と
を
ひ
と
り
ひ
と
り
分
け
て
書
き
並
べ
て
上
奏
す
る
、
と
理
解

す
る
。
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以
上
の
「
討
回
鶻
制
」
に
よ
る
と
、
莊
宅
と
銭
物
に
関
す
る
弾
圧
政
策
を
守
ら
な
い
際
の
罰
則
は
明
ら
か
に
厳
し
か
っ
た
。
こ
れ
は
マ
ニ
教
が
多
く
の
邸
宅

や
金
銭
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、し
か
も
唐
政
府
が
こ
れ
ら
の
財
産
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。『
唐
国
史
補
』
大
摩
尼
議
政
（
史
料
五
）

の
「
江
嶺
の
西
市
に
商
胡
の
橐
」
あ
る
者
と
『
新
唐
書
』
回
鶻
上
（
史
料
十
四
）
の
「
摩
尼
の
京
師
に
至
り
、
歲
ご
と
に
西
市
に
往
來
し
、
商
賈
頗
る
囊
橐
と

與
に
奸
を
爲
す
」
か
ら
み
る
と
、
マ
ニ
教
と
関
連
す
る
ソ
グ
ド
商
人
は
長
い
間
唐
で
商
売
を
し
て
い
た
。
マ
ニ
教
寺
院
、
特
に
江
南
地
域
の
ソ
グ
ド
人
の
た
め

に
建
て
ら
れ
た
マ
ニ
教
寺
院
の
内
に
は
、ソ
グ
ド
人
が
保
管
し
た
り
奉
納
し
た
り
し
た
多
く
の
財
産
が
保
管
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
上
、「
討
回
鶻
制
」
の
「
其
の
迴
紇
及
び
摩
尼
寺
の
莊
宅
・
錢
物
等
、
並
び
に
功
德
使
と
御
史
臺
及
び
京
兆
府
に
委
ね
、
各
お
の
官
を
差
し
て
點
檢
し
て

收
抽
し
、
諸
色
人
の
影
占
す
る
を
容
る
る
を
得
ず
。
犯
す
者
の
如
き
は
並
び
に
極
法
に
處
し
、
錢
物
は
官
に
納
れ
る
」
も
唐
政
府
の
マ
ニ
教
の
財
産
に
対
す
る

重
視
の
度
合
を
説
明
す
る
。
先
行
研
究
に
は
す
で
に
マ
ニ
教
寺
院
の
没
収
は
当
時
の
唐
政
府
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
唐
政
府
を
さ
ら
に
仏
教
寺

院
の
没
収
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た

〔
四
一
〕と

述
べ
る
。
マ
ニ
教
に
対
す
る
弾
圧
は
唐
政
府
に
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
し
、
唐
政
府
が
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
他

の
外
来
宗
教
に
対
す
る
弾
圧
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
討
回
鶻
制
」
の
ほ
か
、『
新
唐
書
』
回
鶻
伝
下
・『
大
宋
僧
史
略
』
大
秦
末
尼
条
と
『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
四
も
会
昌
三
年
の
マ
ニ
教
弾
圧
を
記
録
す
る
。

　
　

史
料
二
十
八　
『
新
唐
書
』
巻
二
一
七
下
・
列
伝
一
四
二
下
・
回
鶻
下
、
武
宗
、
会
昌
三
年
条

　
　

詔
回
鶻
營
功
德
使
在
二
京
者
悉
冠
帶
之
、
有
司
收
摩
尼
書
若
象
燒
于
道
、
產
貲
入
之
官
。

　
　

�

二
京
に
在
る
回
鶻
營
の
功
徳
使
に
詔
を
発
し
、
功
徳
使
の
使
職
は
廃
さ
れ
て
正
規
の
官
に
組
み
入
れ
、
官
府
は
摩
尼
の
経
書
と
像
を
没
収
し
て
道
で
焼
き
、

財
産
は
官
府
の
も
の
に
す
る
。

　
　

史
料
二
十
九　
『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
・
大
秦
末
尼
（
原
注�

胡
神
也
。
官
品
令
有
祆
正
）、
会
昌
三
年
条

　
　

武
宗
會
昌
三
年
勅
。
天
下
摩
尼
寺
並
廢
入
宫宫
。
京
城
女
摩
尼
七
十
二
人
死
。
及
在
此
國
迴
紇
諸
摩
尼
等
配
流
諸
道
、
死
者
大
半
。

　
　

�

武
宗
の
会
昌
三
年
に
、
勅
を
発
し
、
天
下
の
摩
尼
寺
は
廃
さ
れ
て
官
府
の
も
の
と
な
っ
た
。
京
城
の
七
十
二
人
の
女
摩
尼
が
死
ん
だ
。
唐
に
在
る
迴
紇
の

諸
摩
尼
ら
は
諸
道
に
配
流
さ
れ
、
大
半
の
者
が
死
ん
だ
。

　
『
新
唐
書
』
回
鶻
伝
の
「
有
司
は
摩
尼
の
書
若
し
く
は
象
を
收
め
る
」
の
「
象
」
は
「
像
」
と
通
用
す
る
の
で
、
会
昌
三
年
に
唐
の
有
司
が
マ
ニ
教
の
経
書
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と
像
を
没
収
し
て
道
で
（
公
衆
の
目
の
前
で
）
焼
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
安
史
の
乱
以
後
の
マ
ニ
教
に
関
す
る
記
録
の
中
で
、
経
文
に
言
及
す
る
唯
一

の
例
で
あ
る
。「
悉
く
之
を
冠
帶
す
」
は
「
討
回
鶻
制
」
の
「
並
び
に
冠
帶
を
勒
す
」
と
同
じ
意
味
で
理
解
し
て
、
長
安
と
洛
陽
の
マ
ニ
教
修
功
徳
使
は
使
職

そ
の
も
の
を
廃
止
さ
れ
て
正
規
の
官
員
の
身
分
を
与
え
ら
れ
た
、
と
考
え
る
。

　
『
大
宋
僧
史
略
』
大
秦
末
尼
条
の
記
録
か
ら
、
こ
の
時
に
唐
内
の
マ
ニ
教
寺
院
は
す
べ
て
廃
止
さ
れ
て
朝
廷
の
所
有〔

四
二
〕と

な
り
、
京
城
で
は
七
十
二
名
の
女
性

マ
ニ
教
徒
が
殉
教
し
、
全
国
の
マ
ニ
教
徒
は
流
刑
に
処
さ
れ
て
諸
道
に
送
ら
れ
、
そ
の
大
半
が
死
亡
し
た
こ
と
が
分
か
る
。『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
四
に
も
ほ
ぼ

同
じ
記
録
が
残
る〔

四
三
〕。
会
昌
二
年
四
月
か
ら
八
月
の
間
に
唐
国
内
の
マ
ニ
教
徒
の
人
数
と
状
況
に
つ
い
て
二
回
の
点
検
が
行
わ
れ
、
会
昌
三
年
二
月
に
も
マ
ニ
教

徒
の
こ
と
を
一
人
ず
つ
書
き
並
べ
て
上
奏
し
た
の
で
、
こ
こ
で
詳
し
く
七
十
二
人
の
女
性
マ
ニ
教
徒
の
殉
教
が
記
録
さ
れ
る
の
も
理
解
で
き
る
。

　
『
新
唐
書
』・『
大
宋
僧
史
略
』
と
『
仏
祖
統
紀
』
の
記
録
に
は
具
体
的
な
月
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、二
月
に
マ
ニ
寺
の
荘
宅
と
財
物
が
没
収
さ
れ
た
た
め
、

『
大
宋
僧
史
略
』
と
『
仏
祖
統
紀
』
の
記
録
「
天
下
の
摩
尼
寺
を
並
び
に
廢
し
て
宮
に
入
る
」
も
二
月
の
記
録
、『
新
唐
書
』
の
「
摩
尼
書
若
し
く
は
象
を
收
め

る
」
も
二
月
の
記
録
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
以
外
に
、『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
三
に
は
会
昌
三
年
四
月
の
記
録
が
あ
る
。

　
　

史
料
三
十　
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
三
、
会
昌
三
年
条

　
　

四
月
中
旬
、
勅
下
、
令
煞
天
下
摩
尼
師
。
剃
髮
、
令
着
袈
裟
、
作
沙
門
形
而
煞
之
。
摩
尼
師
即
迴
鶻
所
崇
重
也
。

　
　

�

四
月
中
旬
、
勅
命
を
発
し
て
天
下
の
摩
尼
師
を
殺
さ
せ
る
。（
摩
尼
師
は
）
髪
を
剃
っ
て
袈
裟
を
着
け
さ
せ
、
沙
門
の
姿
で
殺
さ
れ
る
。
摩
尼
師
は
迴
鶻

の
尊
び
重
ん
ず
る
者
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
会
昌
三
年
四
月
に
朝
廷
か
ら
唐
の
領
域
内
の
マ
ニ
教
徒
を
す
べ
て
殺
す
勅
命
が
下
さ
れ
、
マ
ニ
教
徒
は
髪
を
剃
ら
れ
、
袈
裟
を
着
せ
ら
れ
、

仏
教
徒
の
姿
で
殺
さ
れ
た
。『
大
宋
僧
史
略
』
大
秦
末
尼
条
は
会
昌
三
年
二
月
に
唐
の
領
域
内
の
マ
ニ
教
徒
が
流
刑
に
処
さ
れ
た
と
し
て
、『
入
唐
求
法
巡
礼
行

記
』
巻
三
は
会
昌
三
年
四
月
に
マ
ニ
教
徒
が
す
べ
て
殺
さ
れ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、遅
く
と
も
会
昌
三
年
四
月
ま
で
に
は
こ
の
弾
圧
は
完
全
に
終
了
し
て
い
た
。

　

唐
が
そ
れ
ま
で
受
け
入
れ
な
か
っ
た
マ
ニ
教
の
中
原
地
区
で
の
布
教
を
許
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
回
鶻
に
対
す
る
妥
協
の
産
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
マ
ニ

教
寺
院
に
対
す
る
処
罰
は
「
討
回
鶻
制
」
に
記
さ
れ
、
会
昌
五
（
八
四
五
）
年
の
景
教
・
祆
教
に
対
す
る
処
置〔

四
四
〕と
は
異
な
っ
て
い
た
。
宗
教
弾
圧
と
い
う
よ
り
、
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回
鶻
が
唐
に
残
し
た
痕
跡
を
消
し
去
る
た
め
の
政
治
的
・
経
済
的
な
弾
圧
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　

以
下
の
『
冊
府
元
亀
』
に
あ
る
後
唐
時
代
の
史
料
は
、
唐
の
マ
ニ
教
に
対
す
る
弾
圧
は
主
に
回
鶻
に
対
す
る
弾
圧
で
あ
っ
た
、
と
い
う
考
え
の
一
つ
の
証
拠

と
し
て
挙
げ
得
る
。

　
　

史
料
三
十
一　
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
六
・
外
臣
部
二
一
・
褒
異
第
三
、
天
成
四
（
九
二
九
）
年
八
月
条

　
　

�

癸
亥
、
北
京
奏
葬
摩
尼
和
尚
。
摩
尼
、
回
鶻
之
佛
師
也
、
先
自
本
國
來
。
太
原
少
尹
李
彥
圖
者
、
武
宗
時
懷
化
郡
王
李
思
忠
之
孫
也
。
思
忠
、
本
回
鶻
王

子
嗢
沒
斯
也
、
歸
國
錫
姓
名
。
關
中
大
亂
之
後
、
彥
圖
挈
其
族
歸
太
祖
、
賜
宅
一
區
、
宅
邊
置
麾マ

マ

尼
院
以
居
之
、
至
是
卒
。

　
　

�

癸
亥
、
北
京
は
摩
尼
和
尚
を
葬
る
こ
と
を
上
奏
し
た
。
摩
尼
は
回
鶻
の
佛
師
で
あ
り
、
か
つ
て
回
鶻
本
国
か
ら
来
た
。
太
原
少
尹
李
彥
図
は
、
武
宗
時
の

懷
化
郡
王
李
思
忠
の
孫
で
あ
る
。
思
忠
は
も
と
も
と
回
鶻
の
王
子
嗢
沒
斯
で
あ
り
、
唐
に
帰
順
す
る
た
め
に
姓
名
を
賜
っ
た
。
関
中
大
乱
の
後
、
彥
圖
は

家
族
を
伴
っ
て
太
祖
（
後
梁
の
太
祖
朱
全
忠
、
在
位
九
○
七
～
九
一
二
）
に
帰
順
し
た
。
太
祖
は
彥
圖
に
宅
を
与
え
、
近
く
に
摩
尼
院
を
建
立
し
て
落
ち

着
か
せ
た
。
こ
の
時
に
及
ん
で
摩
尼
和
尚
が
亡
く
な
っ
た
。

　

帰
降
し
た
嗢
没
斯
の
子
孫
は
依
然
と
し
て
マ
ニ
教
を
信
仰
し
て
い
た
。
こ
の
信
仰
は
武
宗
が
マ
ニ
教
を
弾
圧
し
た
後
も
続
い
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
特
殊
な
身
分
で
あ
る
胡
人
は
、
武
宗
の
弾
圧
後
も
マ
ニ
教
を
信
仰
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
、
唐
が
マ
ニ
教
と
い
う
宗
教

信
仰
を
禁
止
し
た
と
い
う
よ
り
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
回
鶻
に
打
撃
を
与
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

武
宗
の
弾
圧
後
、
マ
ニ
教
は
中
国
史
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
す
一
方
、
民
間
に
深
く
入
り
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
会
昌
三
年
の
流
刑
ま
た
は
死
刑
か
ら
逃
れ

て
生
き
残
り
、
福
建
省
に
逃
亡
し
た
呼
䘵䘵
法
師
は
、
現
地
で
マ
ニ
教
を
広
め
た

〔
四
五
〕。
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む
す
び

　

回
鶻
の
状
況
と
マ
ニ
教
の
境
遇
と
の
変
化
を
時
間
軸
で
整
理
す
る
と
左
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

表　回鶻の状況とマニ教の境遇との時間軸の対比
マニ教に関する記録 出典・備考 回鶻の状況 出典・備考

763年 牟羽可汗はマニ教を信仰した 『 九 姓 廻 鶻
可汗碑』

768年 最初の大雲光明寺を置いた 資237・仏41・仏
54・大（下）

771年 江南地域に大雲光明寺を置
いた

資237・仏41・仏
55・大（下） 長安で横暴な振る舞いをした 旧195

780年 マニ教を支持する牟羽可汗が
殺された

旧195・ 新
217（上）

799年 マニ僧と陰陽術士とが共に
祈雨した 冊144・会49

803年 マニ教が回鶻の国教になった 〔１〕

806年
マニ僧が初めて外交使節と
して唐に入朝し、マニ教寺
院（場所未知）を置いた

新217（ 上 ）・ 資
237

807年 洛陽と太原にマニ教寺院を
置いた

冊999・旧14・会
49・白40

813年 外交官としてのマニ僧 旧195・冊999 回鶻の騎兵は唐の辺境に至っ
た 旧195

814年 外交官としてのマニ僧 新170 唐は外交面で回鶻に威厳を示
そうとした 新170

821年 外交官としてのマニ僧 旧195

822年
回鶻が国境で起こした騒乱を
阻止するために、唐は回鶻に
馬価の代当の絹を与えざるを
得なかった

旧195

840年 回鶻国内内乱 新217（下）・
会5

842年 マニ教弾圧の準備 会5・会14

843年 本格的なマニ教弾圧
旧18・ 会3・ 新
217（下）・大（下）・
仏54・入3

東ウイグル帝国の大敗及び太
和公主の帰国を確認した

資247・ 旧
18

845年 ＊景教・祆教が弾圧された 大（下）・仏54
＊ 会
昌中

マニ教を弾圧する時に呼䘵䘵
法師が福建に逃がれた 『閩書』7

＊929
年

＊後唐の時に嗢沒斯の子孫
はマニ教を信仰した 冊976

注
資：『資治通鑑』
仏：『仏祖統紀』
大：『大宋僧史略』
旧：『旧唐書』
新：『新唐書』
冊：『冊府元亀』
会：『会昌一品集』
白：『白氏長慶集』
入：『入唐求法巡礼行記』

〔１〕安部健夫『西ウィグル国史の研究』、中村印刷出版部、一九五五年、二〇七～二一〇頁。
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安
史
の
乱
以
後
、
回
鶻
に
よ
っ
て
中
原
に
再
び
持
ち
込
ま
れ
た
マ
ニ
教
は
唐
側
か
ら
見
る
と
、
基
本
的
に
回
鶻
の
政
治
的
・
経
済
的
利
益
の
象
徴
と
な
っ
た
。

回
鶻
の
国
内
が
乱
れ
た
時
期
に
は
、
漢
文
史
料
に
お
け
る
マ
ニ
教
に
関
す
る
記
録
も
中
断
し
た
。
回
鶻
の
大
敗
が
確
認
さ
れ
る
と
、
唐
国
内
の
マ
ニ
教
も
直
ち

に
厳
し
く
弾
圧
さ
れ
た
。
要
す
る
に
、
安
史
の
乱
以
後
の
マ
ニ
教
に
関
す
る
記
録
に
は
マ
ニ
教
の
教
義
に
関
す
る
内
容
が
少
な
く
、
そ
れ
に
反
し
て
外
交
活
動

に
関
す
る
記
録
が
多
く
な
っ
た
。
回
鶻
が
自
分
の
優
越
的
な
地
位
に
よ
っ
て
唐
で
マ
ニ
教
を
強
力
に
推
進
し
た
、
と
い
う
従
来
の
説
は
正
確
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
マ
ニ
教
は
回
鶻
の
支
持
を
得
て
唐
で
全
力
を
挙
げ
て
布
教
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
回
鶻
が
信
仰
し
て
い
た
宗
教
と
し
て
合
法
的
に
認
め
ら
れ
、
回
鶻
の

政
治
的
・
経
済
的
利
益
の
象
徴
と
し
て
中
原
に
存
在
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
こ
に
一
つ
強
調
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。
即
ち
、
安
史
の
乱
以
後

の
マ
ニ
教
の
あ
り
方
は
、回
鶻
国
内
の
状
況
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
唐
側
は
マ
ニ
教
を
一
貫
し
て
回
鶻
の
政
治
経
済
的
な
利
益
の
象
徴
と
見
な
し
た
が
、

実
は
九
世
紀
の
回
鶻
の
国
教
化
以
前
に
お
い
て
は
、
マ
ニ
教
の
唐
で
の
伝
播
は
牟
羽
可
汗
の
個
人
的
な
願
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
九
世
紀
以
前
と
九
世
紀

以
後
と
で
、
中
心
と
な
る
利
益
集
団
が
異
な
っ
た
た
め
寺
院
を
建
立
し
た
都
市
の
性
質
も
異
な
っ
て
い
た
。
大
暦
年
間
の
マ
ニ
教
寺
院
は
商
胡
が
多
く
い
た
江

南
地
域
の
都
市
に
建
立
さ
れ
た
の
に
対
し
、
元
和
年
間
の
マ
ニ
教
寺
院
は
政
治
的
・
軍
事
的
に
重
要
な
洛
陽
・
太
原
に
建
立
さ
れ
た
。

　

大
暦
三
年
に
唐
で
最
初
の
大
雲
光
明
寺
が
建
立
さ
れ
た
が
、
場
所
は
不
明
で
あ
る
。
先
行
研
究
は
最
初
の
マ
ニ
教
寺
院
が
長
安
に
建
立
さ
れ
た
と
認
め
て
い

る
が
、
漢
文
史
料
に
は
大
暦
三
年
の
マ
ニ
教
寺
院
が
長
安
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
後
の
元
和
元
年
に
建
立
さ
れ
た
マ
ニ
教
寺
院

が
長
安
に
建
て
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る
。
長
安
の
マ
ニ
教
寺
院
に
つ
い
て
は
、
今
後
よ
り
多
く
の
史
料
の
発
見
と
さ
ら
な
る
検
討
と
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
元
和
二
年
に
洛
陽
と
太
原
に
建
立
さ
れ
た
マ
ニ
教
寺
院
の
数
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
洛
陽
と
太
原
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
三
ヶ
所
の
マ
ニ
教
寺
院
が
建
立
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

注

〔
一
〕『
通
典
』
巻
四
〇
・
職
官
二
二
・
視
流
内
・
視
従
七
品
、
薩
宝
府
祆
正
の
原
注

　
　

�

開
元
二
十
年
七
月
勅
。
未
摩
尼
法
本
是
邪
見
、
妄
稱
佛
教
、
誑
惑
黎
元
、
宜
嚴
加
禁
斷
。
以
其
西
胡
等
既
是
鄉鄉
法
、
當
身
自
行
、
不
須
科
罪
者
。
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〔
二
〕�『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
・
大
秦
末
尼
に
は
、「（
会
昌
）
五
年
再
勅
、
大
秦
・
穆
護
火
祆
等
二
千
餘
人
並
勒
還
俗
。
然
未
根
荄
、
時
分
蔓
衍
。」
と
あ
り
、『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
四
・
事

魔
邪
党
に
は
「（
会
昌
）
五
年
勅
。
大
秦
・
穆
護
火
祆
等
二
千
人
、
並
勒
還
俗
。」
と
あ
る
。
大
秦
は
景
教
を
指
し
、
穆
護
火
祆
は
祆
教
を
指
し
て
い
る
。

〔
三
〕�E.�Chavannes�et�P.�Pelliot�,�U

n�T
raité�M

anichéen�retrouvé�en�Chine

「
中
国
で
発
見
さ
れ
た
摩
尼
教
史
料
概
観
」、�Journal A

siatique,�1911,�pp.499-617;�1913,�

pp.99-199;�pp.�261-392

、（E.

シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
・P.

ペ
リ
オ
著
、
馮
承
鈞
訳
「
摩
尼
教
流
行
中
国
考
」、
馮
承
鈞
訳
『
西
域
南
海
史
地
考
証
訳
叢
』
第
二
巻
所
収
、
商
務
印
書
館
、

一
九
九
五
年
五
月
）。

〔
四
〕
陳
垣
「
摩
尼
教
入
中
国
考
」（
初
出
『
國
學
季
刊
』
第
一
巻
第
二
号
、
一
九
二
三
年
一
月
）、
陳
智
超
編
『
陳
垣
全
集
』
第
二
冊
所
収
、
安
徽
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
五
月
。

〔
五
〕
王
媛
媛
『
从
波
斯
到
中
国　

摩
尼
教
在
中
亜
和
中
国
的
伝
播
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
五
月
、
二
五
一
頁
。

〔
六
〕
楊
富
学
「
回
鶻
摩
尼
寺
的
形
成
及
其
功
能
的
異
化
」、『
吐
魯
番
学
研
究
』、
二
〇
一
二
年
第
二
期
、
五
五
頁
。

〔
七
〕
王
媛
媛
「
唐
大
暦
・
元
和
年
間
摩
尼
寺
選
址
原
因
辨
析
」、『
西
域
研
究
』、
二
〇
一
一
年
第
三
期
、
三
四
頁
。

〔
八
〕
注
七
所
掲
王
論
文
、
三
七
～
三
八
頁
。

〔
九
〕�

森
安
孝
夫
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ウ
イ
グ
ル
商
人
」（
初
出
「《
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
》
の
ウ
イ
グ
ル
商
人
―
ソ
グ
ド
商
人
と
オ
ル
ト
ク
商
人
の
あ
い
だ
―
」、�『
岩
波
講
座�

世
界
歴
史　

第

一
一
巻　

中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
統
合　

九
世
紀
～
十
六
世
紀
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
同
氏
『
東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
』
所
収
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
五
年
二
月
、
四
二
五
頁
。

〔
一
○
〕
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
〈
第
三
巻
〉』、
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
四
年
二
月
、
四
九
四
頁
。

〔
一
一
〕�

森
安
孝
夫
・
吉
田
豊
「
カ
ラ
バ
ル
ガ
ス
ン
碑
文
漢
文
版
の
新
校
訂
と
訳
注
」（『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究X

X
X

IV

』、
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
学
研
究
会
、
二
○
一
九
年
）
の
移
録

文
を
参
照
。

〔
一
二
〕�『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
二
・
宝
応
元
年
十
月
条
に
は
「
回
紇
入
東
京
」
と
あ
り
、
広
徳
元
年
閏
月
条
に
は
「
回
紇
登
里
可
汗
歸
國
」
と
あ
る
。
故
に
牟
羽
可
汗
が
洛
陽
に
い
た
時

期
は
宝
応
元
年
十
月
か
ら
広
徳
元
年
閏
月
の
間
で
あ
る
。

〔
一
三
〕
現
行
の
『
唐
会
要
』
巻
四
九
・
摩
尼
寺
で
は
、
史
料
二
と
史
料
七
に
相
当
す
る
記
録
は
見
え
な
い
。

〔
一
四
〕『
唐
国
史
補
』
は
開
元
か
ら
長
慶
ま
で
の
制
度
・
社
会
風
俗
・
逸
話
な
ど
を
記
す
雑
記
で
あ
る
。
著
者
は
李
肇
。
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〔
一
五
〕『
唐
国
史
補
校
注
』（
中
華
書
局
、
二
○
二
一
年
四
月
）
の
前
言
を
参
照
。

〔
一
六
〕『
大
宋
僧
史
略
』
巻
下
・
大
秦
末
尼
条
に
も
「（
大
暦
）
六
年
正
月
又
勅
荆
・
越
・
洪
等
州
、
各
置
大
雲
光
明
寺
一
所
」
と
あ
る
。

〔
一
七
〕
注
七
所
掲
王
論
文
、
三
四
頁
。

〔
一
八
〕�『
唐
会
要
』
巻
四
九
・
摩
尼
寺
に
は
「
貞
元
十
五
年
四
月
、
以
久
旱
、
令
摩
尼
師
祈
雨
。」
と
あ
る
。『
旧
唐
書
』
徳
宗
下
、
貞
元
十
五
年
条
に
は
「
四
月
丁
丑
、
以
久
旱
、
令
陰

陽
人
法
術
祈
雨
。」
と
あ
る
。

〔
一
九
〕
注
七
所
掲
王
論
文
、
三
五
頁
。

〔
二
○
〕�

殺
さ
れ
た
九
姓
胡
に
誘
わ
れ
て
来
た
人
の
人
数
に
つ
い
て
、『
唐
会
要
』
巻
九
八
・
迴
紇
は
「
三
千
人
」
と
記
録
す
る
。
他
方
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
六
と
『
新
唐
書
』
巻

二
一
七
上
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
五
と
同
様
に
「
二
千
人
」
と
記
録
す
る
。

〔
二
一
〕
田
坂
興
道
「
回
紇
に
於
け
る
摩
尼
教
迫
害
運
動
」、『
東
方
學
報
・
東
京
』
一
一
巻
一
号
、
東
方
文
化
学
院
、
一
九
四
〇
年
、
二
二
四
頁
。

〔
二
二
〕「
慕
闍
」
は
マ
ニ
教
の
一
番
目
の
教
階
で
あ
り
、「
払
多
誕
」
は
マ
ニ
教
の
二
番
目
の
教
階
で
あ
る
。

　
　
　

�『
摩
尼
光
仏
教
法
儀
略
』
五
級
儀
第
四　

　
　
　

��

第
一
、十
二
慕
闍
、
譯
云
承
法
教
道
者
。
第
二
、七
十
二
薩
波
塞
、
譯
云
侍
法
者
、
亦
號
拂
多
誕
。
第
三
、三
百
六
十
默
奚
悉
德
、
譯
云
法
堂
主
。
第
四
、
阿
羅
緩
、
譯
云
一
切
純

善
人
。
第
五
、
耨
沙
喭
、
譯
云
一
切
淨
信
聽
者
。

〔
二
三
〕　
『
閩
書
』
巻
七
・
方
域
志
・
泉
州
府
晉
江
縣
一
・
華
表
山

　
　
　

�

慕
闍
、
當
唐
高
宗
朝
、
行
教
中
國
。
至
武
則
天
時
、
慕
闍
高
弟
密
烏
没
斯
拂
多
誕
復
入
見
。
群
僧
妬
譖
、
互
相
擊
難
、
則
天
悦
其
説
、
留
使
課
經
。

　
　
　

��

吉
田
豊
「
唐
代
に
お
け
る
マ
ニ
教
信
仰
―
新
出
の
霞
浦
資
料
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
―
」、『
唐
代
史
研
究
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
六
年
八
月
（「
宗
教
と
社
会
」
二
〇
一
五
年
度

夏
期
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
特
集
）、
二
四
頁
を
参
考
。

〔
二
四
〕
注
五
所
掲
王
書
、
七
一
頁
。

〔
二
五
〕�

林
悟
殊
「
回
鶻
奉
摩
尼
教
的
社
会
歴
史
根
源
」（
初
出
『
世
界
宗
教
研
究
』
一
九
八
四
年
第
一
期
）、同
氏
『
摩
尼
教
及
其
東
漸
』、中
華
書
局
、一
九
八
七
年
八
月
所
収
、
九
三
頁
。

〔
二
六
〕�『
旧
唐
書
』
巻
一
二
・
本
紀
一
二
・
徳
宗
上
、
建
中
元
年
条
に
は
「
八
月
甲
午
、
振
武
軍
使
張
光
晟
殺
領
蕃
回
紇
首
領
突
董
統
等
千
人
、
收
駝
馬
千
餘
、
繒
錦
十
萬
匹
。」
と
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
突
董
は
建
中
元
年
八
月
に
殺
害
さ
れ
た
の
で
、
本
文
の
記
録
は
建
中
元
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
二
七
〕
安
部
健
夫
『
西
ウ
ィ
グ
ル
国
史
の
研
究
』、
中
村
印
刷
出
版
部
、
一
九
五
五
年
、
二
〇
七
～
二
一
〇
頁
。

〔
二
八
〕�
森
安
孝
夫
「
増
補　

ウ
イ
グ
ル
と
吐
蕃
の
北
庭
争
奪
戦
及
び
そ
の
後
の
西
域
情
勢
に
つ
い
て
」（
初
出
『
ア
ジ
ア
文
化
史
論
叢�

三
』、
山
川
出
版
社
、
一
九
七
九
年
八
月
）、
注

九
所
掲
『
東
西
ウ
イ
グ
ル
と
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
』
所
収
、
二
四
六
頁
及
び
注
七
所
掲
王
論
文
、
三
五
頁
と
陳
俊
謀
「
頓
莫
賀
與
摩
尼
教
」、『
新
疆
社
会
科
学
』、
一
九
八
五
年
第

六
期
、
六
〇
頁
。

〔
二
九
〕
注
七
所
掲
王
論
文
、
三
五
頁
及
び
注
二
八
所
掲
陳
論
文
、
六
〇
頁
。

〔
三
○
〕
注
二
五
所
掲
林
論
文
、
九
七
頁
。

〔
三
一
〕�『
旧
唐
書
』
憲
宗
本
紀
上
の
元
和
二
年
正
月
条
に
は
「
庚
子
、
迴
紇
請
於
河
南
府
・
太
原
府
置
摩
尼
寺
、
許
之
。」
と
あ
り
、『
唐
会
要
』
巻
四
九
・
摩
尼
寺
に
は
「
元
和
二
年
正

月
庚
子
、
迴
紇
請
于
河
南
府
・
太
原
府
置
摩
尼
寺
、
許
之
。」
と
あ
る
が
、
寺
院
の
数
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

〔
三
二
〕�『
両
京
新
記
』
巻
三
に
は
長
安
の
三
つ
の
祆
祠
「
朱
雀
街
西
之
第
三
街
次
南
曰
布
政
坊
…
…
西
南
隅
、
胡
祆
祠
（
中
略
）
朱
雀
街
西
之
第
四
街
次
南
曰
醴
泉
坊
…
…
十
字
街
南
之

東
、
波
斯
胡
寺
。
西
北
隅
、
祆
祠
（
中
略
）
朱
雀
街
東
第
五
街
次
南
曰
普
寧
坊
…
…
西
北
隅
、
祆
祠
」
が
記
さ
れ
、『
長
安
志
』
巻
第
九
に
は
「
朱
雀
街
東
第
五
街
次
南
靖
恭
坊
。

街
南
之
西
、
祆
祠
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
四
つ
の
祆
祠
は
唐
に
存
在
し
た
祆
祠
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

��

林
悟
殊
氏
は
「
唐
代
長
安
火
祆
大
秦
寺
考
辨
」（
初
出
『
西
北
史
地
』
一
九
八
七
年
一
月
、
卓
新
平
・
楊
富
学
編
『
中
国
西
北
宗
教
文
献�

祆
教
與
民
間
信
仰
巻
』
所
収
、
甘
粛
民

族
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
、
三
五
頁
）
で
、
長
安
に
は
六
つ
の
祆
祠
が
あ
っ
た
と
主
張
し
、『
両
京
新
記
』
巻
三
に
記
録
さ
れ
る
醴
泉
坊
の
波
斯
胡
寺
と
『
西
溪
叢
語
』
巻
上
に

記
録
さ
れ
る
「
至
唐
貞
観
五
年
、
有
傳
法
穆
護
何
䘵䘵
、
將
祆
教
詣
闕
聞
奏
、
勅
令
長
安
崇
化
坊
立
祆
寺
、
號
大
秦
寺
、
又
名
波
斯
寺
」
の
寺
も
唐
の
祆
祠
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

〔
三
三
〕
以
下
の
二
つ
の
史
料
と
合
わ
せ
て
考
え
る
。

　
　
　

��『
旧
唐
書
』
巻
三
八
・
志
一
八
・
地
理
一
・
河
南
道
、
河
南
府

　
　
　

��

…
…
洛
州
領
河
南
・
洛
陽
・
偃
師
・
鞏
・
陽
城
・
緱
氏
・
嵩
陽
・
陸
渾
・
伊
闕
等
九
縣
。（
中
略
）
開
元
元
（
七
一
三
）
年
、
改
洛
州
爲
河
南
府
。

　
　
　

��『
旧
唐
書
』
巻
三
九
・
志
一
九
・
地
理
二
・
河
東
道
、
北
京
太
原
府

　
　
　

��

隋
爲
太
原
郡
。
武
德
元
（
六
一
八
）
年
、
改
爲
幷
州
總
管
、
領
晉
陽
・
太
原
・
楡
次
・
太
谷
・
祁
・
陽
直
・
壽
陽
・
盂
・
樂
平
・
交
城
・
石
艾
・
文
水
・
遼
山
・
平
城
・
烏
河
・
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楡
社
十
六
縣
。
…
…
開
元
十
一
（
七
二
三
）
年
、
又
置
北
都
、
改
幷
州
爲
太
原
府
。

　
　
　

��
洛
陽
は
河
南
府
に
属
し
、
太
原
は
太
原
府
に
属
し
た
。
故
に
、
元
和
二
年
の
史
料
に
記
録
す
る
河
南
府
・
太
原
府
は
「
與
回
鶻
可
汗
書
」
の
東
都
・
太
原
、
す
な
わ
ち
洛
陽
・

太
原
を
指
す
と
考
え
る
。

〔
三
四
〕
中
田
美
絵
「
唐
代
政
治
史
上
の
会
昌
の
廃
仏
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
・
宗
教
・
外
来
人
の
視
点
か
ら
―
」、『
唐
代
史
研
究
』
二
〇
一
八
年
八
月
、
六
四
～
六
五
頁
。

〔
三
五
〕『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
九
に
は
「（
元
和
）
十
二
年
、
迴
鶻
又
遣
摩
尼
僧
寺
等
八
人
至
、
帝
使
有
司
計
之
、
禮
費
約
五
百
萬
貫
」
と
し
て
い
る
。

〔
三
六
〕�『
旧
唐
書
』
王
鍔
伝
に
王
鍔
は
元
和
九
年
に
「
加
同
平
章
事
」
と
記
録
す
る
。
故
に
、
史
料
十
九
の
「
帝
聞
き
て
之
を
嘉
し
、
卽
ち
檢
校
司
空
に
除
し
、
同
中
書
門
下
平
章
事
た

り
」
は
元
和
九
年
の
事
、
史
料
十
九
全
体
も
元
和
九
年
ご
ろ
の
出
来
事
と
推
測
す
る
。

〔
三
七
〕�

三
点
の
文
書
が
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
斉
会
君
「
九
世
紀
前
半
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
文
書
の
研
究
」（
早
稲
田
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
、
学
位
論
文
、
二
〇
一
九
年
七

月
、
一
〇
九
頁
）
を
参
照
。

〔
三
八
〕
史
料
二
十
七
の
「
制
曰
」
以
下
の
内
容
は
李
徳
裕
『
会
昌
一
品
集
』
巻
三
「
討
回
鶻
制
」
の
内
容
で
あ
る
。
少
し
く
文
字
に
異
同
が
あ
る
が
、
意
味
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

〔
三
九
〕
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
〈
第
一
巻
〉』
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
四
年
二
月
、
三
七
一
頁
。

〔
四
○
〕『
新
唐
書
』
巻
四
八
・
志
第
三
八
・
百
官
三
、
崇
玄
署
原
注

　
　
　

�

貞
元
四
（
七
八
八
）
年
、
崇
玄
館
罷
大
學
士
、
後
復
置
左
右
街
大
功
德
使
・
東
都
功
德
使
・
脩
功
德
使
、
總
僧
・
尼
之
籍
及
功
役
。

〔
四
一
〕
楊
富
学
「
論
唐
與
回
鶻
関
係
的
歴
史
転
折
」、『
暨暨
南
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』、
二
〇
一
七
年
第
一
一
期
、
一
二
〇
頁
。

〔
四
二
〕
陳
垣
氏
に
よ
れ
ば
、「
天
下
摩
尼
寺
並
廢
入
宫宫
」
の
「
宫宫
」
は
「
官
」
の
誤
り
で
あ
る
。
注
四
所
掲
陳
論
文
、
一
六
〇
頁
を
参
照
。

〔
四
三
〕『
仏
祖
統
紀
』
巻
五
四
・
事
魔
邪
党
、
会
昌
三
年
条

　
　
　

�

會
昌
三
年
。
勅
天
下
末
尼
寺
並
廢
。
京
城
女
末
尼
七
十
二
人
皆
死
。
在
回
紇
者
流
之
諸
道
。

〔
四
四
〕
会
昌
五
年
に
唐
朝
廷
は
二
千
人
以
上
の
景
教
徒
と
祆
教
徒
に
還
俗
を
命
じ
た
（
注
二
を
参
照
）。
そ
れ
に
対
し
て
、マ
ニ
教
徒
に
関
す
る
史
料
に
は
還
俗
に
関
す
る
記
録
が
な
い
。

〔
四
五
〕『
閩
書
』
巻
七
・
方
域
志
・
泉
州
府
晉
江
縣
一
・
華
表
山

　
　
　

�

會
昌
中
、
汰
僧
、
明
教
在
汰
中
。
有
呼
䘵䘵
法
師
者
、
來
入
福
唐
、
授
侣侣
三
山
、
游
方
泉
郡
、
卒
葬
郡
北
山
下
。
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